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絶対数 

下記の 4,000 万人が現代奴隷制の被害者に： 

 2,500 万人が強制労働の被害者 

 1,500 万人が強制結婚の被害者  

 

割合 

2016 年の時点で、世界人口千人当たり 5.4

人が現代奴隷制の被害者に 

 

現代奴隷制の被害者となっている成人は世

界の成人人口千人当たり 5.9 人、子どもは

世界の子ども人口千人当たり 4.4 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェンダー 

現代奴隷制被害者の 71%は女性と少女 

 

 

 

 

 

 

 

民間主体によって課された強制労働の被害

者のうち、半数は債務奴隷 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代奴隷制被害者の 4 人に 1 人は子ども 

 

 

 

 

過去 5 年間で、8,900 万人が数日から全 5 年に至るまでの期間、何らかの形態の現代奴隷制を

経験している。 
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概要 
 

 

「2017年現代奴隷制の世界推計」は持続可能な開発目標（SDGs）、中でもあらゆる形態の

児童労働に加えて、強制労働、現代奴隷制及び人身取引を終わらせるための効果的な措置

を要求するターゲット 8.7 への貢献の一環として発行されたものである。その意図は、政

策立案、及び、ターゲット 8.7 と関連する SDG ターゲットの達成に向けた参考となる情報

を提供することにある。こうしたターゲットの中には、人身売買や性的、その他の種類の

搾取など、すべての女性及び少女に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力

を排除すること（SDG 5.2）、未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、

あらゆる有害な慣行を撤廃すること（SDG 5.3）、子どもに対する虐待、搾取及び取引を撲

滅すること（SDG 16.2）、並びに、計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通

じて、秩序のとれた、安全で責任ある移住や流動性を促進すること（SDG 10.7）が含まれ

る。 

 

今回提示する推計は、国際労働機関（ILO）とウォーク・フリー財団が、国際移住機関

（IOM）との連携により行った共同努力の成果である。また、国連人権高等弁務官事務所

（OHCHR）をはじめ、他の国連機関から提供された情報も活用した。本報告書の関連に

おいて、現代奴隷制には強制労働、債務奴隷、強制結婚やその他の奴隷制及び奴隷制に類

する慣行のほか、人身取引も含む一連の具体的な法的概念が包含されている。現代奴隷制

に法的な定義はなく、これら法的概念の間にある共通性に関心を集中させる包括的用語と

して使用されている。この用語は実質的に、脅威、暴力、強要、欺瞞や権力乱用により、

ある人間が拒絶することも、離れることもできない搾取状態を指している。 

 

「現代奴隷制の世界推計」は、強制労働と強制結婚という 2 つの重要問題に焦点を当てて

いる。強制労働の推計には、民間経済における強制労働（商業的性産業を除くあらゆる部

門で民間の個人、団体又は企業が課す諸形態の強制労働）、成人の強制による性的搾取と

子どもの性的搾取、及び、国家が課す強制労働が含まれる。 

 

本報告書で詳しく述べるとおり、データの制約により、これらの推計は控え目なものと考

えられる。 

 

 

世界的な数字 
 

2016 年の時点で、4,030 万人が現代奴隷制の被害者になっていると推計される。つまり、

2016年の任意の 1日を取ってみた場合、4,000万人を超える男女と子どもが、脅威によって

自らの意志に反し、労働を強制されていたか、自らが同意していない強制結婚の状態で暮

らしていた公算が大きい。 

 

これら 4,030万人に上る被害者のうち、 

 

 2,490 万人は強制労働の状態にある。つまり、脅威又は強要により、家事労働者として、

工事現場で、闇工場で、農場や漁船で、その他の部門で、さらには性産業で働かされて

いるのである。これらの人々は、民間の個人や集団、又は、国家当局により、労働を強

制されている。多くの場合、これら被害者が作り出した製品や、提供したサービスは外

見上、合法的な商業経路に合流する。強制労働者は我々が食べる食料や、身に着ける衣

料の一部を生産したり、我々の多くが生活し、働いているビルの掃除をしたりしている

のである。 
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 1,540 万人は、自らが同意していない強制結婚状態で暮らしている。つまり、性的な自

律性を失っているだけでなく、しばしば「結婚」の名のもとに労働を提供する状態に耐

えていることになる。 

 

現代奴隷制の被害者の中には、女性と少女が圧倒的に多く、その数は 2,870 万人と、全体

の71%を占めている1。より詳しく見ると、女性と少女は、商業的性産業における強制労働

被害者の 99%、その他部門の被害者の 58%、国家当局が課す強制労働被害者の 40%、さら

には強制結婚被害者の 84%を占めている。 

 

現代奴隷制の被害者の 4 人に 1 人は子どもである。強制結婚被害者のうち、子どもは約

37%（570万人）を占める。子どもはまた、強制労働搾取被害者の 18%と、国家当局が課す

強制労働の被害者の 7%を占めている。しかも、商業的性的搾取を受けている子ども（子

どもが被害者である場合、強制を伴っているかどうかは無関係）は、この虐待類型の被害

者全体の 21%を占めている。 

 

過去 5年間で、8,900万人が数日から全 5年に至るまでの期間、何らかの形態の現代奴隷制

を経験している。被害者が強制労働状態に置かれていた平均期間は、国家当局が課すいく

つかの強制労働形態について数日間又は数週間となっているが、強制による性的搾取につ

いては 2年近くに及ぶ。 

 

 

地域別の数字 
 

現代奴隷制は、世界のあらゆる地域で見られる。現代奴隷制が最も広がっているのはアフ

リカ（千人当たり 7.6人）であり、これにアジア太平洋（千人当たり 6.1人）と欧州・中央

アジア（千人当たり 3.9 人）が続いている。アラブ諸国や米州をはじめ、いくつかの地域

ではデータが入手できていないため、この結果は慎重に解釈すべきである。 

 

強制労働に限って見た場合、その被害率が最も高いのはアジア太平洋であり、千人当たり

4人がその被害者となっているが、これに欧州・中央アジア（千人当たり 3.6人）、アフリ

カ（千人当たり 2.8人）、アラブ諸国（千人当たり 2.2人）、米州（千人当たり 1.3人）が

続いている。 

 

アラブ諸国をはじめ、主要地域について制約はあるものの、データを見る限り、強制結婚

が最も広がっているのはアフリカ（千人当たり 4.8 人）、次いでアジア太平洋（千人当た

り 2.0人）となっている。 

 

 

強制労働 
 

本件調査では、民間主体（民間企業の使用者など）が課す強制労働と、国家が課す強制労

働を区別したうえで、各種の強制労働を検討した。計 2,490 万人に上る強制労働の被害者

のうち、1,600 万人は民間経済で働き、480 万人は強制による性的搾取状態にあり、410 万

人が国家当局によって強制労働を課されている。 

 

強制労働搾取 

 

2016 年の時点で、1,600 万人が民間経済で強制労働状態にあると見られる。民間主体によ

り課された強制労働の被害者は、男性よりも女性のほうが多く、男性の 680万人（42.4%）

に対し、女性は 920 万人（57.6%）に上る。これら男女の半数（51%）は、個人債務を利用
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して労働を強制するという債務奴隷状態にある。農業、家事労働又は製造業で強制的に働

かされている成人に限ると、その割合は 70%を超える。 

 

作業の種類が分かっている者について見ると、強制労働状態にある成人に最も多いのは家

事労働者（24%）であり、以下建設業（18%）、製造業（15%）、農林水産業（11%）の各

部門が続いている。 

 

強制労働被害者のほとんどは、その状態を逃れられないよう、使用者又は斡旋者からさま

ざまな形で強要を受けている。被害者のほぼ 4分の 1（24%）は、賃金を差し押さえられる

か、賃金不払の脅威によって逃げられないようにされている。これに次いで多い手段は、

暴力の脅威（17%）、身体的暴力行為（16%）及び家族に対する脅迫（12%）である。女

性については、被害者の 7%が性的暴力を受けたと回答している。  

 

強制による商業的性的搾取と子どもの性的搾取 

 

2016 年には、380 万人の成人が強制による性的搾取、100 万人の子どもが商業的性的搾取

を受けたと見られる。被害者の圧倒的多数（99%）は女性と少女である。被害者 10人のう

ち 7 人超は、アジア太平洋地域で搾取を受けており、以下欧州・中央アジア（14%）、ア

フリカ（8%）、米州（4%）、アラブ諸国（1%）となっている。 

 

国家が課す強制労働 

 

2016 年には、平均して 410 万人が国家により強制労働を課されていたと見られる。その中

には、国家当局により、経済開発を目的とする農作業又は建設作業への参加を強制された

市民、軍事的性質を持たない作業を強制された若年徴集兵、地域社会のレベルで決定され

たものではなく、自分自身の利益とならない地域社会の役務の提供を強制された者、及び、

ILO 監視機構により定められた例外を除き、その意思に反して労働を強制された受刑者が

含まれる。 

 

 

強制結婚 
 

2016 年の時点で、強制結婚の状態で暮らしている人々は 1,540 万人に上ると見られる。そ

のうち、最近の 5年間（2012~2016年）に新たに生じた強制結婚は 650万件であり、残りは

それ以前の時期に生じ、2016年まで続いている強制結婚関係である。 

 

男性や少年が強制結婚の被害者となることもあるが、被害者のほとんど（88%）は女性と

少女であり、婚姻時に 18歳未満であった被害者が全体の 3分の 1を超えている（37%）。

子どもの被害者のうち、44%は 15 歳未満で結婚を強制されている。アラブ諸国をはじめ、

主要地域のデータに制約はあるが、入手できるデータを見る限り、人口千人当たりの強制

結婚被害率が最も高いのはアフリカ（千人中 4.8人）、次いでアジア太平洋（千人中 2.0人）

となっている。 

 

 

データソースと方法論 
 

あらゆる形態の現代奴隷制につき、適切かつ信頼できるデータを提供できる単一の情報源

はないため、必要に応じ、多様なデータソースに依拠するという複合的な方法を用いた。

その中心要素として用いられたのは、48 カ国の 7 万 1,000 人を超える回答者との面談を伴

い、54 回にわたり特別に実施された各国の確率論的調査である。また、援助対象の人身取
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引被害者に関する IOM データベースの管理資料も、この 54 のデータセットと組み合わせ

て活用し、強制による性的搾取や子どもの強制労働、及び、強制労働搾取期間の長さを推

計した。国家当局が課す強制労働は、検証済みの情報源と、ILO 強制労働条約に関する

ILO監視機構のコメントの体系的検討から導出した。 

 

本世界推計の作成に用いられた方法論は、こうしたデータを組み合わせたものであるが、

対象期間は 2012 年から 2016 年までの 5 年間である。本報告書で提示される現代奴隷制の

主な推計は、2012年から 2016年までに生じた計 8,900万件近い強制労働と強制結婚の事例

に関するすべてのデータを分析、処理することで算出されている。 

 

 

結論と前途 
 

現代奴隷制に終止符を打つためには、脆弱性を助長し、虐待を可能にしている数多くの経

済的、社会的、文化的及び法的な諸要因に取り組む必要がある。万能の解決策はあり得な

いため、現代奴隷制が依然として生じている多様な環境に適した対応が必要である。それ

でも、世界推計とこれまでの経験から、2030 年に向けた包括的な政策優先課題をいくつか

特定することはできる。 

 

人々を現代奴隷制へと追いやりかねない脆弱性を解消するためには、社会的保護の土台を

強化する必要がある。現代奴隷制が最も起こりやすいインフォーマル経済に労働者の権利

を拡大し、労働者を搾取から守ることが必要である。現代奴隷制の中には、移住をきっか

けとしているものが多くあるため、強制労働を予防し、被害者を保護するためには、移住

ガバナンスの改善が欠かせない。 

 

また、現代奴隷制の危険性と類型は、ジェンダーによって大きく異なるため、政策対応を

定める際には、この観点にも配慮せねばならない。債務奴隷の根本的原因となっている幅

広い強要手段に取り組むことも、強制労働を防ぐうえで必要な要素である一方、現時点で

特定も対処も行われていない大多数の現代奴隷制被害者に保護を拡大するためには、被害

者の特定を改善することが不可欠である。最後に、現代奴隷制の多くは国家の脆弱性や紛

争、危機を背景に生じていることが分かっているため、こうした状況における人道支援の

一環として、現代奴隷制の危険性に取り組むことも必要である。 

 

これらすべての領域で政策対応を策定する際の情報と指針として、現代奴隷制に関するエ

ビデンス基盤の改善にもさらに取り組む必要がある。世界推計の作成を通じて明らかにさ

れた測定面での主な優先課題としては、子どもが被害者となっている現代奴隷制、とりわ

け子どもの性的搾取と児童婚の事例の測定を改善することが挙げられる。また、強制によ

る性的搾取の成人被害者や、紛争下での被害者など、特定の部分母集団をさらに効果的に

捕捉する必要もある。2030 年に向けた前進を監視するためには、現代奴隷制の時系列的変

化を追跡する能力も欠かせない。しかし、最優先課題となるのはおそらく、現代奴隷制に

関する各国の調査及びデータ収集能力を強化し、これを各国の政策対応の指針とすること

であろう。 

 

現代奴隷制は国境を越える世界的な現象となっていることから、これに取り組む際には国

際協力が不可欠となる。持続可能な開発目標ターゲット 8.7 の達成を目指す多数の関係機

関によるパートナーシップ「アライアンス 8.7」には、この点で果たすべき重要な役割があ

る。世界推計によれば、今日の強制労働の大半は、民間経済で生じている。この事実は、

サプライチェーンをはじめ民間経済全体で強制労働を根絶するため、労使団体や市民社会

団体のほか、実業界とも連携を図ることの重要性を物語る。人身取引を予防し、国境を越
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えた強制労働に取り組むためには、労働法と刑法の執行、移住の管理といった分野で、政

府間の協力及び関連の国際・地域機関との協力を強化すべきである。  
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序論 
 

 

本報告書で提示する新たな世界推計は、2016 年に 4,000 万人超が、現代奴隷制の被害者と

なったことを示している。この驚くべき数字は、国際社会の注意を喚起することになった。

事実、2030 持続可能な開発目標（SDGs）には、2030 年までに現代奴隷制と人身取引に終

止符を打つというターゲットが盛り込まれている。 

 

13 年という期間は人類史上、ほんの一瞬にすぎないが、これまで数世紀にわたって存続し

ていたり、新しい不正なビジネスモデルや大規模な移住、危機、紛争によって生じていた

りする強要的なシステムを廃絶することは、歴史的な一大事と言える。2030 年までに現代

奴隷制に終止符を打つという野心的なターゲットを達成するためには、政治的意志を新た

にするとともに、これを十分な資源の動員と、国内的・国際的な取り組みの大幅な加速に

よって裏づける必要があろう。 

 

政策や計画を実効的なものとするには、国内と世界の双方のレベルで、現代奴隷制の根本

的原因に対する可能な限り深い理解を、その基盤としなければならない。そのためには、

現代奴隷制の被害者数だけでなく、そのさまざまな類型と発現形態、及び、人々がいかに

してその被害者になるのかに関する情報を量的にだけでなく、質的にも向上させる必要が

ある。本報告書のねらいは、こうした情報要件の充足に役立つことで、2030 年のターゲッ

ト達成に向けた世界的な取り組みの参考資料としての役割を果たすことにある。また、本

報告書で提示された調査結果が、現代奴隷制の国内的、局地的側面に焦点を絞った一層の

調査とデータ収集に政府が取り組むきっかけとなれば幸いである。 

 

本報告書で提示する推計は、国際労働機関（ILO）とウォーク・フリー財団が、国際移住

機関（IOM）との連携により作成したものである2。また、国連人権高等弁務官事務所

（OHCHR）をはじめ、他の国連機関から提供された情報も活用した。本推計は、共同で

開発された方法論に基づいているが、これについては、参考資料で取りまとめるとともに、

本世界推計とともに作成された方法論報告書で詳述している3。単一の情報源で、十分に適

しているものも、十分に信頼できるものもないため、推計はさまざまなデータソースから

算出されている。主な資料となったのは、ウォーク・フリー財団による 2014 年と 2015 年

の調査データ、ILO とウォーク・フリー財団が 2016 年に共同実施した 26 の追加的国別調

査からのデータ、及び、IOMによる 2012年以来の人身取引事例データベースから抽出され

たデータである。本報告書で用いた用語の解説については、パネル 1を参照されたい。 

 

本報告書と、その基盤である世界推計作業は、持続可能な開発目標（SDGs）ターゲット

8.7の達成に向けた進捗状況を測定、監視するための幅広い複数パートナーによる取り組み

の一環をなす。その枠組みとなっている「アライアンス 8.7」は、SDGs ターゲット 8.7 に

従い、強制労働、現代奴隷制、人身取引及び児童労働に終止符を打つことを目指す複数関

係機関によるパートナーシップである。 

 

本報告書は、2030 年までに現代奴隷制に終止符を打つという約束の実現に向け、前途にど

れだけの道のりが残っているかを取りまとめたものである。第 1 部では、強制労働と強制

結婚という現代奴隷制の主要形態、その程度及び特徴、被害者を巻き込む手段、虐待の期

間など、今日の世界における現代奴隷制の現状をできる限り完全な形で提示する。第 2 部

では、世界から現代奴隷制をなくすため、世界推計から浮かび上がる主な政策優先課題に

ついて論じる。 
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パネル 1 

 

本報告書で用いられる統計的概念と定義 

 

本報告書の関連において、現代奴隷制には強制労働、債務奴隷、強制結婚その他の奴隷

制及び奴隷制に類する慣行のほか、人身取引も含む一連の具体的な法的概念が包含され

ている。現代奴隷制に法的な定義はなく、これら法的概念の間にある共通性に関心を集

中させる包括的用語として使われている。この語は実質的に、脅威、暴力、強要、欺瞞

や権力乱用により、ある人間が拒絶することも、離れることもできない搾取状態を指し

ている。 

 

この一連の複雑な法的概念を測定できるようにするため、世界推計では、強制労働と強

制結婚という、現代奴隷制の 2つの主要形態に焦点を絞っている。 

 

強制労働は、1930 年の ILO 強制労働条約（第 29 号）により「ある者が処罰の脅威の下

に強要され、かつ、右の者が自ら任意に申し出たものではない一切の労務」と定義され

ている4。強制労働は、一定の経済活動又は産業において特に蔓延しているかもしれない

が、ある状況が強制労働に相当するかどうかは、ある者と「使用者」との関係の性質に

より判定されるものであり、作業条件がどれほど耐え難かったり、有害だったりしたと

しても、遂行される活動の種類や、国内法に基づく合法性又は違法性によって判断され

るものではない。例えば、強制によって商業的性的搾取を受けている女性が強制労働状

態にある理由は、その非任意的な性質と直面する脅威にあり、この仕事において同人が

直面する危険や危害も、それが法律で認められているか否かも関係ない。ILO は近年、

成人の強制労働と児童の強制労働の判定に関し、第 29号条約で定められた 2つの判断基

準、すなわち「非任意性」と「処罰の脅威」を重視している5。 

 

測定の関連上、成人の強制労働は、ある者が任意で申し出たものではなく（「非任意

性」の基準）、かつ、使用者又は第三者による強要のもとで遂行される（「処罰の脅

威」の基準）作業と定義される。この強要は、労働者の採用過程で、仕事を受け入れる

よう強制するために生じることもあれば、同人が働き始めた後に、採用時点で合意され

ていなかった仕事をさせたり、同人が仕事から逃げられないようにしたりする手段とし

て用いられることもある。 

 

測定の関連上、児童の強制労働は、児童本人若しくはその親のどちらかに対する第三者

（児童の親を除く）による強要のもとで、児童が遂行する作業、又は、片親若しくは両

親が強制労働に携わっていることの直接的帰結として、児童が遂行する作業と定義され

る。この強要は、児童の採用過程で、児童本人やその親に仕事を受け入れるよう強制す

るために生じることもあれば、 児童が働き始めた後に、採用時点で合意されていなかっ

た仕事をさせたり、児童が仕事から逃れられないようにしたりする手段として用いられ

ることもある。 
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強制労働の類型 

 

強制労働は事実上、すべての国とすべての経済活動において、さまざまな形で見られ

る。上記の類型は、強制労働の世界推計のために開発されたものであるが、これは強制

労働を下記に定義する 3つの主要類型に分けるものである。 

 

 債務労働、強制家事労働、及び、奴隷制若しくは奴隷制の名残との関連で課される労

働など、民間の主体が労働搾取を目的に課す強制労働搾取 

 

 民間の主体が商業的性的搾取を目的に課す成人の強制による性的搾取と、あらゆる形

態の子どもの商業的性的搾取。その中には、売春又はポルノ目的で子どもを利用、斡

旋又は提供することが含まれる。 

 

 政府当局、軍又は民兵組織により強要される作業、公共事業への強制的参加、及び、

受刑者の強制労働など、国家が課す強制労働 

 

強制結婚とは、年齢に関係なく、本人が合意なしに結婚を強制された状態を指す。ある

者が結婚を強制されかねない原因としては、身体的、情緒的又は金銭的な強要、家族、

配偶者その他による欺瞞、武力や脅威、厳しい圧力の行使などが考えられる。強制結婚

は、奴隷制と、隷属的結婚を含む奴隷制に類する慣行の禁止を通じて禁じられている6。

児童婚は原則として、強制結婚とみなされる。当事者の少なくとも一方は定義上、全面

的で自由な、かつ情報に基づく同意を表明できないからである。しかし、これには例外

がある。例えば、16歳か 17歳でも、結婚を望む者は、司法判断や親の同意を受けて合法

的に結婚できる国が多い7。本推計の関連上、強制結婚の測定は調査で把握された事例に

限られていることを明らかにしておくことが重要である。すなわち、本推計における強

制結婚には、調査回答者の年齢に関係なく、回答者が同意なしに強制されたと報告して

いる成人と子ども双方の結婚がすべて含まれているということである。よって、児童婚

は現在のところ、世界推計に必要な規模と具体性をもって十分に測定できていないた

め、本推計には児童婚のあらゆる事例が含まれているわけではない8。 

 

その他関連の概念 

 

その他、現代奴隷制の主要概念としては、奴隷制、奴隷制に類する制度と慣行、及び、

人身取引（しばしば人身売買とも呼ばれる）が挙げられる。これらは明示的な形で推計

 

現代奴隷制 

 

 

強制労働 

 

 

強制結婚 

 

 

強制労働搾取 

 

 

国家が課す強制労働 

 

成人の強制による性的搾

取と子どもの商業的性的搾

取 
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に含まれているわけではないが、これと密接な関係がある。奴隷制は当初、1926 年に国

際連盟が採択した条約において「所有権に付属する一部又は全部の権限が、人に対して

行使される場合のその人の状態又は状況」として定義された。この定義は、何らかの者

による他者に対する統制に言及しており、重大な刑事犯罪ともみなされている。奴隷制

に類する実践という概念につき、初めて国際法による取り組みがなされたのは、それま

での奴隷条約を補足し、債務奴隷、農奴及び強制結婚を含む奴隷制に類する幅広い制度

と慣行を対象とする 1956 年の国連の補足条約であった9。補足条約は刑事罰にも重点を

置いているものの、これら奴隷制に類する慣行の根絶は、必要な立法その他の計画的措

置を通じ、長い時間をかけて初めて達成できることも認識している。 

 

人身取引の概念はこれまで、数多くの協定で取り上げられてきたが、最新の最も広く受

け入れられている定義は、2000 年に採択された国際的な組織犯罪の防止に関する条約の

議定書に盛り込まれた定義である。この定義によると、人身取引罪は、行為、手段、目

的（搾取）という 3 つの個別要素により構成される過程である。議定書は、強要をその

手段のひとつとして掲げ、被害者を搾取的状況に陥れるために強要（又はその他何らか

の手段）が用いられる場合、実際の搾取が起きていなくとも、人身取引罪は成立すると

定めている。 

 

 

 

 

表 1 

 

現代奴隷制：全世界の調査結果 

 
現代奴隷制の被害者数と被害率、類型・男女・年齢別 

 

 
 

 

  

強制労働の下位類型 

世界 

性別 

年齢層 

 
強制労
働計 

 

強制 
結婚 

現代 
奴隷制 強制労働 

搾取 
成人の強制による性的
搾取と子どもの性的搾

取 
国家が課す 
強制労働 

男性 
被害者数（千人） 

成人 
被害者数（千人） 

被害率 
（千人当たり） 

被害率 
（千人当たり） 

被害率 
（千人当たり） 

被害率 
（千人当たり） 

被害者数（千人） 

被害者数（千人） 
女性 

子ども 

被害率 
（千人当たり） 

被害者数（千人） 
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表 2 

 

現代奴隷制：全世界の調査結果 

 
現代奴隷制の被害者数と被害率、類型・男女・年齢別 

 

 
 

 

  

強制労働計 強制結婚 現代奴隷制 

世界 

地域 

被害者数（千人） 

被害者数（千人） 

被害者数（千人） 

米州 

アジア 
太平洋 

被害率 
（千人当たり） 

被害率 
（千人当たり） 

被害率 
（千人当たり） 

被害者数（千人） 

被害者数（千人） 

被害者数（千人） 

アフリカ 

アラブ諸国 

被害率 
（千人当たり） 

欧州・ 
中央アジア 

被害率 
（千人当たり） 

被害率 
（千人当たり） 
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第 1 部：現代奴隷制の規模と発現形態 
 

 

1.1 主な結果 
 

2016 年には、およそ 4,030 万人が現代奴隷制の被害者に 

 

つまり、2016年の任意の 1日を取ってみた場合、4,000万人を超える男女と子どもが、脅威

によって自らの意思に反し、労働を強制されていたか、自らが同意していない強制結婚の

状態で暮らしていた公算が大きい。現代奴隷制の被害率という点で見ると、2016 年には世

界人口千人に 5.4 人が、その被害者となっている。方法論とデータに制約があるため10、こ

れらの推計は控え目な数字と考えられる。 

 

図 1 

 

現代奴隷制 

 

現代奴隷制被害者の数と割合、類型別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代奴隷制被害者のうち、2,490 万人は強制労働、1,540 万人は強制結婚の状態に 

 

これらの数字が何を意味するのかを、よく考えてみる価値はあろう。 

 

 2,490 万人は、脅威又は強要により、家事労働者として、工事現場で、闇工場で、農場

や漁船で、その他の部門で、さらには性産業で働かされている。これらの人々は、民間

の個人や集団、又は、国家当局により、労働を強制されている。多くの場合、これら被

害者が作り出した製品や、提供したサービスは外見上、合法的な商業経路に合流してい

る。強制労働者は我々が食べる食料や、身に着ける衣料の一部を生産したり、我々の多

くが生活し、働くビルの掃除をしたりしているのである。 

 

強制労働 

強制結婚 
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 1,540 万人は、自らが同意していない強制結婚状態で暮らしている。つまり、性的な自

律性を失っているだけでなく、しばしば「結婚」の名のもとに労働を提供する状態に耐

えていることになる。 

 

現代奴隷制の被害者の中には、女性と少女が圧倒的に多く、全体の 71%を占める 

 

推計を見ると、男性よりも女性に、現代奴隷制の被害者が圧倒的に多いことが分かる

（29%に対し 71%）。しかし、形態別には違いが見られる。とりわけ、民間経済における

強制労働（家事や性産業を含む）と強制結婚の被害者は、女性と少女が圧倒的に多い。事

実、女性と少女は、強制による性的搾取被害者の 99%と、強制結婚被害者の 84%を占めて

いる。 

 

この数字は、ジェンダーによる雇用と移住のパターンの大きな差を反映しており、予防と

被害者特定の取り組みの焦点をどこに置くかを明らかにすることに役立っている。しかし、

データを見ると、家庭内暴力や性的暴力を含め、女性と少女が被害者となることが圧倒的

に多い人権侵害や、財産、教育、さらには市民権へのアクセスに関する差別的な信条や慣

行のより幅広いパターンも関係していることが分かる。 

 

図 2 

 

現代奴隷制と被害者の性別 

 

現代奴隷制の被害者の内訳、男女・類型別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界推計は、国家が課す強制労働形態の被害者は男性が圧倒的に多いことを示しているが、

これは徴兵や投獄の乱用が男性に及ぼす影響を反映している。また、伝統的に肉体労働を

伴う部門（建設、製造及び農林水産業）の強制労働被害者にも、男性が多い。また、推計

を見ると、男性と少年が強制による性的搾取や強制結婚を含め、現代奴隷制の全側面で被

害者となりうることも確認できる。よって、予防への取り組みにこうしたリスク特性を反

映させるとともに、国内法や被害者への対応で、男性被害者にも配慮することが欠かせな

い。 

女性 

男性 

現代奴隷制

計 
強制労働 

搾取 
強制による 

性的搾取 
国家が課す 

強制労働 
強制結婚 

強制労働 
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2016 年の現代奴隷制被害者の 4 人に 1 人は 18 歳未満の子ども 

 

現代奴隷制推計の最も憂慮すべき結果のひとつとして、子どもの被害者の多さが挙げられ

る。現代奴隷制被害者全体の 4 分の 1 に相当する 1,000 万人は子どもである。子どもは特

に、強制結婚の被害者となることが多い。強制結婚被害者のうち、子どもは 570 万人と、

全体の約 37%を占める。子どもはまた、強制による性的搾取被害者の 21%、強制労働搾取

被害者の 18%、及び、国家当局が課す強制労働被害者の 7%も占めている。 

 

図 3 

 

現代奴隷制と被害者の年齢 

 
現代奴隷制被害者の内訳、年齢・類型別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実、現代奴隷制の被害率という点で、子どもと成人との間に大きな差はない。現代奴隷

制の成人被害者は世界成人人口千人当たり 5.9 人であるのに対し、子どもの被害者の割合

も世界の子ども人口千人当たり 4.4 人に上る。現代奴隷制の形態別に被害率を見ると、成

人は 3 つの強制労働形態すべてで、子どもよりも被害者となる確率が高くなっているが、

強制結婚については、子どもが成人よりも被害者となる確率が高い。子ども千人当たりの

強制結婚被害者は 2.5人であるのに対し、成人千人当たりの強制結婚被害者は 1.9人である。 

 

  

子ども 

成人 

現代奴隷制

計 
強制労働 

搾取 
強制による 

性的搾取 
国家が課す 

強制労働 
強制結婚 

強制労働 
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図 4 

 

現代奴隷制と被害者の年齢 

 
現代奴隷制の被害率（千人当たり）、年齢・類型別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの強制労働は、主として 2つの形態を取る。1つは、子どもの保護者自身が強制労働

の状態にあるケースであり、この場合、子どもは親と一緒に働くか、少なくとも同じ使用

者のもとで働いている。もう 1 つは、子どもが直接の使用主による人身取引、欺瞞による

徴用又は強要的手段の結果、単独で強制労働を課されるケースである。前者のケースでは、

親が子どもの状況や作業環境を認識している可能性が高い。後者のケースでは、親が状況

を把握している可能性は低く、単独で移住する子どもや、人身取引によって労働、特に家

事労働を強制される子どもについても、同じことが言える。 

 

2012 年から 2016 年までの期間、現代奴隷制被害者の総数は 8,900 万人に上ったが、被害の

期間はまちまち 

 

2012 年から 2016 年までの 5 年間に、最低日数の強制労働又は強制結婚の被害者は、8,900

万人に上っている。うち 8,270万人は強制労働の被害者であり、650万人は本人の意思に反

して強制的に結婚させられた。現代奴隷制の被害者が、その状況に留まる期間には、大き

な差が見られる。数日か数週間で逃れることができる者もいれば、伝統的な世襲型債務労

働や一部の強制結婚の場合のように、何年も隷属状態に置かれる者もいる。2012 年以降、

IOMの記録した被害者の強制労働搾取期間は平均で 20カ月強であるが、性的搾取の被害者

については、この期間が 23カ月となっている。国家当局が課す強制労働被害者の搾取期間

には、1 カ月当たり数日（例えば、当局が国民に違法な地域社会の役務への参加を強制す

る場合）から、一部の懲役又は兵役関連強制労働の場合の数年まで、開きがある。 
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図 5 

 

現代奴隷制の地域別被害率 

 
現代奴隷制の被害率（人口千人当たり）、地域・類型別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

現代奴隷制の被害率はアフリカが最高 

 

アフリカ地域では、千人に 7.6 人が被害者となっている。次いで被害率が高いのはアジア

太平洋（千人当たり 6.1人）で、これに欧州・中央アジア（千人当たり 3.9人）、アラブ諸

国（千人当たり 3.3人）、そして最後に米州（千人当たり 1.9人）が続いている。地域別被

害率の順位は、強制労働と強制結婚という、現代奴隷制の 2 つの主類型について異なって

いる。アジア太平洋では強制労働の被害率が最も高い（千人中 4.0 人）一方で、強制結婚

の被害率はアフリカで最も高くなっている（千人中 4.8 人）。地域別の数字は重要ではあ

るものの、データに大きなギャップや制約があることに留意しつつ、慎重に解釈すべきで

ある11。特に中央アジアとアラブ諸国では、強制労働と強制結婚が生じているという報告

が数多く寄せられているにもかかわらず、調査がほとんど行われていない12。より包括的

な全体像を把握するためには、国内レベルではるかに多くの調査研究作業が必要である。 

 

  

強制労働 

強制結婚 
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中央アジア 
アラブ諸国 米州 
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図 6 

 

現代奴隷制の地域別内訳 

 
現代奴隷制の被害者（単位：千人）とその内訳、地域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア太平洋地域には、現代奴隷制の被害者の大半が存在 

 

現代奴隷制の被害者の絶対数を見ると、全世界の現代奴隷制の被害者全体の 62%が暮らす

アジア太平洋地域の重要性が浮き彫りになる。次いで被害者数が多いのはアフリカ地域

（23%）で、以下、欧州・中央アジア（9%）、米州（5%）、そして最後にアラブ諸国

（1%）と続いている。アジア太平洋地域は、あらゆる現代奴隷制の形態で被害者に占める

割合が最も大きく、強制による性的搾取被害者につき 73%、国家当局が課す強制労働につ

き 68%、強制労働搾取被害者につき 64%、強制結婚被害者につき 42%となっている。 
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1.2 強制労働 
 

表 3 

 

強制労働 

 

強制労働の被害者数と被害率、類型・男女・年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本節では、強制労働搾取13、強制による性的搾取14、国家が課す強制労働15という 3 つの大

分類を用いて、強制労働に関する主な調査結果を提示する。 

 

1930年の ILO強制労働条約（第 29号）によると16、強制労働とは「ある者が処罰の脅威の

下に強要され、かつ、右の者が自ら任意に申し出たものではない一切の労務」を指す。全

世界で、男女と子どもがさまざまな環境で強制的に働かされているが、その具体例として

は、東南アジアの縫製工場で見られる強制労働、アフリカの鉱山での鉱物採掘、北米の農

場でのトマト収穫、東アジアの家庭での家事労働、ラテンアメリカの農場での労働、欧州

都市部での物乞い、湾岸諸国での高層ビル建設などの部門や地域が挙げられる。具体的な

環境に関係なく、強制労働状況を識別できる特徴のひとつとして、就労や労働条件の受け

入れが任意でないこと、及び、被害者が逃げられないようにしたり、その他の形で作業を

強要したりするための処罰の適用や、その脅威があることが挙げられる。強要は身体的・

性的暴力や家族に対する脅迫から、賃金からの天引き、身分証明書の取り上げ、解雇の脅

威、当局への告発の脅威など、より巧妙なものに至るまで、多様な形態を取りうる。 

 

2016 年には、およそ 2,490 万人が強制労働の被害者に 

 

何らかの強制労働の被害者 2,490 万人のうち、1,600 万人は農業、建設、家事労働、製造業

などの経済活動における強制労働の被害者、480 万人は強制による性的搾取の被害者、410

万人は国家当局が課す強制労働の被害者である。 
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図 7 

 

強制労働 

 
強制労働被害者の数と内訳、類型別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強制労働被害者の多くは、居住国以外で搾取17 

 

被害者のほぼ 4 人に 1 人は、その居住国以外で搾取を受けている。図 8 に示すとおり、強

制による性的搾取の被害者は、その居住国以外で搾取されることが最も多い一方で、当然

のことながら、国家当局が課す強制労働はそれぞれの国内で生じている。しかし、この類

型別の差異は部分的に、その測定に用いたデータソースの違いが原因となっている点に留

意すべきである18。 
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図 8 

 

強制労働と移住 

 
居住国外で暮らす強制労働被害者の割合、強制労働形態別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住国外で搾取を受ける被害者が多いという事実は、特に最も弱い立場に置かれることが

多い女性と子どもにとって、現代の世界における移住に関連して大きな危険が存在するこ

とを物語る。この点については、パネル 2 で詳述する。このように、現代奴隷制との闘い

は必然的に、安全で秩序ある正規移住のためのグローバル・コンパクトなど、秩序ある安

全な正規移住を促進する世界的な取り組みと関連づけられる。 

 

パネル 2 

 

移住と搾取の危険 

 

ほとんどの移住は任意で、個人にも社会にもプラスの効果をもたらすが、移住は人身取

引や搾取に対する脆弱性を高めることもある。例えば非正規移民は、誘拐や身代金要

求、恐喝、身体的暴力、性的虐待、人身取引の被害者となりかねない。こうした移民は

当初、自ら進んで密入国斡旋業者の世話になり、その途中で売買されることもある。目

的地に着いた移民は正規、非正規の経路を問わず、言葉の壁や社会的統合上の課題、現

地状況に関する限られた知識や交渉上の立場の弱さに付け入る悪質な使用者や地主によ

り、人身取引やその他形態の搾取を引き続き受けやすくなる。武力紛争や自然災害、長

引く騒乱など、人道的危機により生じた大規模な避難も、人身取引被害者となりかねな

い弱者層を作り出すことがある19。 

 

国際移民の大半を構成する移民労働者と求職者は、その移住プロセス全体を通じ、人身

取引の被害者となりやすい。労働移住はますます、世界の全地域内とその間で生じる複

雑でダイナミックな現象となっている。アジアとアラブ諸国の間や、東南アジア域内な

ど、一定の移住回廊では、移住労働者が大多数を占める国際移民の数が 1990 年以来、3

倍に伸びている。特に未熟練労働者の一時的労働移住は、恒久的な移民の流れを上回っ

ており、この類型の労働者に対するディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい

仕事）の確保と、移住費用の削減という点で、大きなガバナンス上の課題を提起してい

現代奴隷制

計 
強制による 

性的搾取 
強制労働 

搾取 
国家が課す 

強制労働 
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る20。多くの移民労働者は家事労働、製造業、建設業、農業など特定の経済部門に集中

している。家事労働者については、最も弱い立場に置かれた労働者集団に入るため、特

に注意する必要がある。 

 

最近の報告書の中には、人身取引と移住との間の明らかなつながりを裏づけているもの

がいくつかある。国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告によれば、2012 年から 2014 年

までの間に発見された人身取引被害者のおよそ 60%は、搾取を受けていた国以外の出身

者であった21。IOM も、移民を餌食にする行動や、主要な移住経路で人身取引と関連の

虐待・搾取形態の蔓延を助長している環境を裏づける証拠を提示している。例えば、北

アフリカ（主としてリビア）から欧州へ向かう地中海中部ルートについて実施された

IOM の「動向モニタリング調査」では、回答者のおよそ 4 分の 3 が、虐待や搾取、強

要、さらには人身取引に相当しかねない慣行を直接経験したとしている22。UNICEF と

IOM による最近の報告書で紹介された調査結果も、地中海を横断する子どもと若者が、

人身取引や搾取の危険に晒されていることを明らかにしている23。 

 

移住労働者を搾取する手段としては、斡旋手数料の徴収、給与や労働条件、さらには職

務の性質それ自体に関する虚偽の約束などが挙げられる。移民労働者は、標準以下の労

働条件で働かされたり、国内の基準や同僚を下回る賃金を支給されたり、さらに場合に

よっては、その移民としての地位、厳しい査証制度により困難な転職、及び／又は、債

務奴隷の状態を理由として、このような搾取を継続的に受けたりすることがある。一部

の地域では、特に二国間協定を通じ、移民労働者の保護が広がってはいるものの、移民

労働者を強制労働や人身取引の危険に晒すような募集・採用制度を改革する必要性は残

っている。 

 

 

 

現代奴隷制の被害者の 94%は、各地域の居住国と同じ所得水準の国で搾取 

 

貧困は、現代奴隷制の重要な危険因子とみなされることが多く、国家間の富の格差がプル

要因として持ち出されることが多い。貧困は労働移住の重要な決定要因となりうるが、そ

れと同時に、移住への障壁ともなりかねない。最貧層に属する人々は、地域社会内部でも、

他の移住産業関係者からも貸付を受けられず、目的地に到達するための資金を調達できな

いことが多いからである。しかし現在のところ、所得水準と強制労働の動向との間の関連

性を突き止めるための経験上のデータは限られている。この問題について探求するため、

強制労働被害者の推計を被害者居住国の所得水準と、搾取が生じた国の所得水準との比較

で検討した。その結果を見ると、所得水準の違う国の間では、ほとんど移住の動きが見ら

れないことが分かる。現代奴隷制の被害者の 94%は、各地域の居住国と同じ所得水準の国

で搾取を受けている。低所得国と低位中所得国で搾取を受けている被害者は、ほとんど全

員が同じ所得水準の国の居住者であった。 

 

 

1.2.1 強制労働搾取 
 

本項では、商業的性的搾取を除く民間主体による強制労働搾取の被害者について取り上げ

る。 

 

2016 年には、およそ 1,600 万人が民間主体による強制労働搾取の被害者に 

 

被害者全体に占める割合は、女性（57%）のほうが男性（43%）よりもかなり多い。強制

労働搾取被害者の 20%近くは子どもであるが、こうした子どもは家族から離れ、ひとりで
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働くことも、親と一緒に働くこともある。業種が分かっている強制労働搾取の事例を見る

と24、最も多いのは家事労働で、全体の 4分の 1近くを占めている。これに続くのが建設業

（18%）、製造業（15%）及び農林水産業（11%）である。  
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図 9 

 

強制労働搾取が見られる部門 

 

(a) 強制労働搾取被害者の部門別内訳(a), (b) 

 

 

(b) 強制労働搾取被害者の男女別内訳、経済活動部

門別(a), (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：(a) 上記の数字は、業種が明らかになっている強制労働搾取の事例に関するもの。業種に関する情報が得

られるのは、強制労働搾取の事例全体の 65%。(b) 物乞いを除き、業種分類は「国際標準産業分類第 4 次改

訂 」 （ 大 分 類 ） に 基 づ く 。 さ ら に 詳 し い 情 報 と 説 明 に つ い て は 、 国 連 統 計 部 の サ イ ト

（https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27）を参照。 

 

 

 

強制労働搾取の類型には、大きな性差 

 

男性の被害者は女性の被害者よりも、鉱業、製造業、建設業及び農業の各部門で働くこと

が極めて多い。物乞いをさせられている被害者の 10人に 9人も男性である。女性の強制労

働搾取被害者は、宿泊・飲食業と家事労働に従事することが極めて多い。 

 

主な経済活動部門のそれぞれで、強制労働搾取は数多くの形態を取りうる。具体的には、

しばしば奴隷制や、古くからの民族的・社会的差別の名残として世界の貧困国の一部で依

然として見られる隷属的慣行から、現代的大企業のサプライチェーンにおける虐待に至る

まで、多岐の形態にわたる。パネル 3では、これら問題のいくつかを部門別に検討する。 
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パネル 3 

 

民間経済における強制労働搾取の諸形態 

 

家事労働 

 

業種が明らかになっている強制労働搾取事例のうち 24%を占める家事労働部門は、潜在

的雇用力という点だけでなく、極度の暴力を始め、内部で生じる虐待という点でも脚光

を浴びるようになった。この部門の求職者総数は、移民女性を中心に着実に増大してい

る。事実、ILO の最新移民労働者世界推計は、移民家事労働者に特に焦点を当てている
25。全世界には現在 6,700 万人の家事労働者がいると見られるが、うち約 1,150 万人は移

民家事労働者であり、ほぼ 4 分の 3 は女性である。最も数が多いのはアジア太平洋地域

で、世界の女性移民家事労働者のほぼ 4 分の 1 を抱えており、これに欧州が 22.1%、ア

ラブ諸国が 19%で続く。しかも、高所得国には世界全体の約 80%に相当する 910 万人の

家事労働者がいる。 

 

ごくわずかな例外はあるものの、家事労働者は国内労働法による保護の対象となってい

ない。よく見られる苦情としては、賃金の不払い、賃金の留保、超過勤務手当の欠如、

長時間の重労働、不十分な休日、健康管理と出産休暇の欠如、劣悪な生活条件、契約と

その解除に関する問題などが挙げられる。それでも近年では、特に 2011年の ILO家事労

働者条約（第 189号）の採択以来、幾分かの前進が見られる。 

 

家事労働者がしばしば直面し、強制労働状態につながることが多い強要は通常、仕事の

募集と斡旋の仕組みから生じる。多くの文書で裏づけられているとおり、募集が性質

上、細分化されているため、これが「過剰な手数料、強制労働に近い労働条件、契約の

すり替え、査証売買及び苦情申立手続きの形骸化につながりかねない」。過剰な斡旋手

数料はしばしば、直接の支払い、暴利の多額融資の返済又は給与天引き制度という形

で、労働者に転嫁される26。 

 

移民家事労働者が査証取決めにより、長期にわたって同一の使用者に縛り付けられる場

合、状況はさらに悪化するおそれがある。このような状況では、労働者が移動の自由を

制限されて孤立し、虐待からの実効的な救済をまったく受けられなくなってしまいかね

ない。 

 

建設業 

 

建設業では、全世界の労働者の 7%が雇用され、判明した強制労働搾取事例の 18%が発

生していると見られる。この業界の雇用条件は苛酷で危険なことで有名であり、労働災

害も多く生じている。しかし、偽りの「自営業」制度の使用が、強要的慣行の増大を助

長している兆候が見られている27。 

 

製造業 

 

業種が判明している強制労働搾取事例の 15%を占める製造業では、主として所得が低い

国々で強要を裏づける証拠が得られている。従来、東南アジア諸国の主にインフォーマ

ル部門における小規模衣料品工場又は製靴工場に関心が集まっていたが、グローバル・

サプライチェーン関連の危険性に対する認識が高まったことで、最近まで世論の関心を

免れていた幅広い商品の生産について、強要が発覚するようになった。一例として、医

療用作業着の製造が挙げられる。これは年間 1,500 億組の手袋を生産し、市場価値 50 億

ドルを超える大規模な世界的産業である。この業界では、ほとんどの生産が移民労働者
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に依存するアジアの工場に外注されている。これら工場の多くでは、過剰な労働時間と

生産目標、多額の斡旋手数料の支払い、旅券の違法な取り上げ、そして場合によっては

労働者の違法な投獄や殴打といった慣行が懸念されている28。さらに規模の大きい製造

業種を見ると、電気・電子業界での虐待も世界的な関心を集めており、電子、通信及び

テクノロジー関連の大手ブランドの中には、強制労働を含め、そのサプライチェーンで

の労働搾取に対する批判を受けているものもある。もうひとつの重要問題として、ハイ

テク企業は、反乱集団によって強制労働が課されているおそれのある紛争地帯で生産さ

れた鉱物（タンタル、タングステン、スズなど）をその製品に使用しないよう、圧力を

受けている。 

 

商業的農林水産業 

 

商業的農業は、より広義の農林水産業の一部であるが、ここでは判明した強制労働搾取

事例の 12%が発生している。商業的農業の低賃金作業の多くは季節労働であるため、強

要の期間は短い可能性もある。共通の特徴として、労働提供者の存在が挙げられるが、

これには人材紹介業者や人材派遣業者が含まれ、原則的に労働者に対する賃金支払と労

働条件に責任を負う。さまざまな名前で呼ばれる違法業者は、賃金の不払いや遅配、移

動の制限、暴力、脅迫など、典型的な形態の虐待を働いている。しかも、このような虐

待の事例は、貧しい国だけでなく、比較的豊かな国の農業部門でも広く裏づけられてい

る。 

 

同じく農林水産業部門に含まれる水産物業界も、特に 2014年、サプライチェーンで奴隷

制を用いている企業があるとの報道が名指しで行われたことを受け、国際的な関心の対

象となった。アジア地域の遠洋漁船について報告のあった最も過酷な事例の中には、暴

行や死亡が絡むものもある。しかし、この業界は、虐待防止について独自の課題を抱え

ている。厳しい条件は漁業に付き物であり、海上での過酷な環境の中で、長時間労働や

激務は当たり前となっているからである。しかも、現代的な工船の急増と、漁業のグロ

ーバル化は、漁船員を保護しようとする取り組みを極めて困難にしている。こうした漁

船は、各国の労働監督制度の手が届かない遠方の漁場で、長期にわたって操業すること

もある。 

 

この業界では、移民労働者が特に強要を受けるおそれが大きい。移民労働者はますま

す、先進国、途上国双方のさまざまな国を拠点に操業する漁船に乗り組むことが多くな

っているが、これは主として、そうした国の国民が、激務と長期にわたる出漁に見合う

給与が得られないと考えているためである。また、そもそもの操業自体が違法である

（労働法の重大違反に加え、違法な仲介や密猟が絡んでいるため）ケースも多いほか、

船主が費用の削減や、法執行当局の監視の目を逃れるために、不法移民を雇うこともあ

る。 

 

人身取引被害者その他、弱い立場に置かれた移民のための IOM「グローバル支援基金」

は最近、インドネシア水域で操業する外国漁船の乗組員 600 人を支援するための資金拠

出を行った。これら乗組員の中には、何年もの間、陸に上がっていない者もいた。被害

者の 1人は、22年にわたって家族とまったく連絡をとれずに離れ離れになっていた。 

 

漁船乗組員への虐待に加え、陸上での水産加工など、業界内のその他の活動でも、強要

的慣行があるとの裏づけもある。虐待の危険が最も大きいのは、契約労働が広く用いら

れる場合、及び特に、特別な査証取決めに基づき、外国から臨時労働者が雇われる場合

である。 
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多くの移民漁業労働者は、斡旋業者のネットワークを通じ、目的地国に入国するが、法

的に認可された斡旋業者を通じて採用される場合でさえ、多額の仲介手数料を払わされ

ることが多く、それによって発生した個人債務を賃金から差し引かれることになる。ま

た、労働仲介がインフォーマルで、労働者に雇用契約がない場合には、さらに虐待の危

険性が高まる。 

 

 

 

ほとんどの被害者は、斡旋業者又は使用者からさまざまな強要を受けている 

 

強制労働については、募集採用と雇用の両方の段階での強要手段を把握することが重要で

ある。例えば、暴力やその脅威が用いられているか、債務の要因はどれだけ重要か、労働

者は職場から離れることを物理的に禁じられているか、そして移民労働者の場合、出身国

内の当初の募集地及び／又は職場で、強要又は欺瞞が用いられたかどうか、といった点で

ある。ILOはこれらの懸念に関する指標を開発し29、各国の統計局や研究機関が、成人と子

ども双方の強制労働に関し、国内調査を行えるようにしている。 

 

世界推計は、こうした問題を明るみに出した。最も広く見られる強要手段は、給与の留保

又はその脅威であり、強制労働被害者のほぼ 4分の 1（24%）がこれを経験している。次い

で多いのは、暴力の脅威（17%）であり、以下、暴行（16%）と家族に対する脅迫（12%）

が続いている。推計を見ると、被害者が男性か女性かによって、異なる形態の強要が用い

られ得ることも確認できるが、この調査結果は、被害者の特定と対応を行ううえで参考に

なる可能性がある。例えば推計を見ると、家族に対する脅迫、賃金の留保、監禁、食事と

睡眠を与えないこと、法的行為の脅威は、男性被害者のほうが受けやすいことが分かる。

対照的に、女性の強制労働被害者は、性的暴力を受ける割合が高く、旅券を取り上げられ

ることも多くなっている。 
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図 10 

 

強要の手段 

 
(a) 強制労働搾取被害者の割合、強制手段別 

 

(b) 強制手段の内訳、男女別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用者又は斡旋業者による債務の操作を通じた債務奴隷は、強制労働搾取被害者全体の過半

数に 

 

推計の関連上、債務奴隷とは、債務返済のために労働を強制され、逃れることができない

か、労働を強制され、かつ、債務があるために逃れられない状態を指す。全世界で強制労

働搾取の被害者となっている男女の半分強は、債務奴隷の状態にある。農業、家事労働又

は製造業で労働を強制されている成人に限ると、この割合は 70%を超える。こうした推計

値には、従来型の債務奴隷形態と、斡旋手数料や仲介料が隷属につながる債務となるよう

な、より新しい債務奴隷形態の両方が含まれる。債務奴隷の現状については、パネル 4 で

さらに詳しく取り上げる。 

 

  

女性 男性 

アルコール／薬物漬け 

性的暴力 
旅券その他文書の 

取り上げ 

食料や睡眠を与えない

こと等による処罰 

法的行為の脅威 

罰金その他の 

金銭的処罰 
母国から遠すぎて 

逃亡不可能 

職場又は居住区画への

監禁 

債務返済義務 

家族に対する脅迫 

その他 

暴行 

暴力の脅威 

賃金の留保 

ア
ル
コ
ー
ル
／
薬
物
漬
け 

性
的
暴
力 

旅
券
そ
の
他
文
書
の
取
り
上
げ 

罰
金
そ
の
他
の
金
銭
的
処
罰 

暴
行 

暴
力
の
脅
威 

賃
金
の
留
保 

職
場
又
は
居
住
区
画
へ
の
監
禁 

家
族
に
対
す
る
脅
迫 

食
料
や
睡
眠
を
与
え
な
い
こ
と
等
に
よ
る
処
罰 

法
的
行
為
の
脅
威 

債
務
返
済
義
務 

母
国
か
ら
遠
す
ぎ
て
逃
亡
不
可
能 



31 

図 11 

 

債務奴隷 

 
強制労働搾取被害者に占める債務奴隷の割合、男女・地域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

地域別分析では、債務奴隷が最も広く見られるアジア、アフリカ、アラブ諸国で、強制労

働搾取被害者全体の約半分が債務奴隷の状態にあることが判明した。米州と欧州・中央ア

ジアというその他 2地域でも、強制労働搾取被害者の 3分の 1強が債務奴隷となっている。

アラブ諸国では、強制労働搾取被害者に占める債務奴隷の割合が、男性よりも女性ではる

かに大きくなっている。この地域では、女性強制労働搾取被害者全体の 89%が、債務奴隷

であるのに対し、男性被害者の割合は 45%にとどまっている。一方、アジア太平洋と欧

州・中央アジア地域のパターンは逆であり、債務奴隷の割合は、女性よりも男性の強制労

働搾取被害者で高くなっている。アフリカと米州では、強制労働被害者に占める債務奴隷

の割合が、男女ともほぼ同じである。 

 

パネル 4 

 

債務奴隷の現状 

 

ほとんどの債務奴隷の場合、当初の債務が弁済できない速さで積み上がり、本人（場合

によっては家族ともども）は債務が累積し、仕事の報酬水準では完済できないために、

仕事を離れられなくなっている。バングラデシュで調査に回答した男性は、債務の際限

ない累積をこう説明する。「私は家族を養うために貸付を受けたが、その後、元利の合

計が膨大な額に達した。私は借金を返済するために労働を強制され、その賃金で債務を

返済するようになった。」 

 

このような状況で、債務返済は数年、さらには数世代続くことになる。また、債務が家

族の間で継承されることも多い。チュニジアに居住する男性の調査回答者は「当時、イ

タリアの刑務所に入っていた私の兄弟の債務を返済するため、薬物の販売」を強制され

たと語っている。その他、このような債務返済の負担と、それによってどのような弱い

立場に立たされたかを回答する向きもあった。例えば、インドの 30歳の男性強制労働被
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害者は、自分と妻が直面する状況が「2 人にとって不幸の元凶となった。家族が脅迫を

受けただけでなく、我々も家と村から追放するという脅迫を受けた。暴力の脅威もあっ

た」と回答している。 

 

労働移住と人身取引に関連する債務奴隷は、多くの国や部門を横断して見られる趨勢と

なっている。最近、国連人権理事会では、次のような報告がなされた。「北米、欧州、

中東その他の先進国へと売買される人々の大多数は、建設作業、家事労働、農作業、工

場労働、さらにしばしば売春などのさまざまな仕事で人身取引されているが、こうした

移住労働者は債務奴隷その他の仕組みで拘束されていることが多い30」これは主とし

て、斡旋業者や使用者がしばしば、移住を可能にした対価として、不正かつ法外な斡旋

手数料を徴収するためである。 

 

アジアにおける債務奴隷のパターンは、この問題に関する最初の法律や政策が導入され

た 40 年余り前から、大きな変化を遂げている31。当時、債務奴隷は主として農業関連の

現象であり、ほとんどの債務奴隷労働者は、家族の生活を維持したり、病気や持参金、

冠婚葬祭の費用を賄ったりするために、地主から貸付を受けた小作人であった。こうし

た従来型の債務労働制度は、農業における封建的関係や、カーストに基づく不平等な力

関係を特徴としていた。これが世代間で継承され、債務奴隷の家に生まれた子どもが、

先祖が残した債務を返済することも多かった。 

 

このような従来型の債務労働は南アジア全体、特に土地・小作改革が未導入で、地主が

幅広い権力を持つ農村部で、今でも生き残っている。しかし、今日の債務労働には、国

内の移住、労働請負業者や斡旋業者、さらにはインフォーマル経済の幅広い部門が関係

していることのほうが多い。債務労働は鉱業や煉瓦製造、水産物加工、宝石のカッティ

ング、絨毯織りなど、多くは有害作業を伴う業種で見られている。規模の大小を問わ

ず、商業的農業では、季節的失業が臨時労働者や移住労働者の債務による束縛を伴う隷

属につながるという、新たな債務奴隷のパターンも見られるが、これは従来の農業部門

における隷属よりも、期間としてははるかに短い。 

 

 

 

1.2.2 成人の強制による性的搾取と子どもの商業的性的搾取 
 

本項では、民間主体が性的搾取目的で課す強制労働及び役務の被害者について取り上げる。

その中には、任意によらずに何らかの商業的性的搾取状態に置かれたり、任意で性産業に

従事したものの、そこから逃れられなくなったりしている男女が含まれる。また、子ども

が絡む商業的性的搾取の全形態も含まれている。 

 

2016 年には、480 万人が強制による性的搾取の被害者に－ほぼ全員が女性 

 

女性と少女は、強制による性的搾取被害者全体の 99%超を占める。アジア太平洋地域は、

強制による性的搾取被害者の 70%超を占めており、これに欧州・中央アジア（14%）、ア

フリカ（8%）、米州（4%）、アラブ諸国（1%）が続く3233。IOMデータベースの情報を見

ると、搾取期間が長いことが特徴であり、被害者は解放されるか逃亡するまで、平均で約

2年間（23.4カ月）の搾取を受けている。 
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図 12 

 

強制による性的搾取の地域別内訳 

 
強制による性的搾取被害者の構成比、地域別（単位：千人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業的性的搾取被害者全体の 5 分の 1 超は子ども 

 

強制による性的搾取被害者のうち、100 万人超（全体の 21%）は、18 歳未満の子どもであ

る。1999年の ILO最悪の形態の児童労働条約（第 182号）によると、何らかの商業上の性

的活動による搾取を受けている子どもはすべて、商業的性的搾取被害者とみなされる。子

どもの性的搾取被害者は、法執行機関や児童保護機関によっても、調査データの収集によ

っても特に把握が困難である。実際の数字は、現在の推計よりもはるかに大きい可能性が

高い。 

 

 

1.2.3 国家が課す強制労働 
 

本項では、国家が課す強制労働搾取の被害者について取り上げる。その中には、軍隊によ

る徴用、公共事業への強制参加、強制囚役が含まれる。強制囚役には、強制労働収容所だ

けでなく、半官半民又は民営の行刑施設で課される労働も含まれる。 

 

2016 年には常時、400 万人が国家により強制労働を課されていた模様 

 

ILO が強制労働に関する初の条約を採択した 1930年当時、国家が課す強制労働は大きな世

界的問題かつ懸念事項となっており、冷戦のさなかの 1957年に第 2の条約が採択された時

点で、これはさらに深刻となっていた。しかし最近では、民間主体が課す強制労働の事例

が多く把握されるようになる中で、国家が課す強制労働に対する関心は薄れてきた。それ

でも、国家が課す強制労働が依然として、約 400 万人の被害者を出す大問題であることに

変わりはない。 

  

アフリカ 

アジア太平洋 

欧州・中央アジア 

米州 

アラブ諸国 
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図 13 
 

国家が課す強制労働  

 

国家が課す強制労働の被害者数と内訳、国家が課す強制労働の形態別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家が課す強制労働被害者の大半（64%）は、自国の政府により、経済開発を進めるため

に労働を強制されている。しかし、この全体的な数と割合は高いように見えても、この種

の強制開発労働を実際に用いている国は一握りにすぎない。国家が課す強制労働被害者の

15%は、徴兵制の乱用で駆り出されており、14%は関連の ILO 基準に違反する条件で囚役

を強制されている。残りの 8%は、通常の国民の義務を超える作業若しくは役務、又は、

ILO 基準で認められた活動の性質と範囲を越える地域社会の役務を強制されている。国家

が課す強制労働被害者となる男性の割合は、女性よりも大きいが、これは実質的に、関係

国すべてで、徴兵制の乱用と囚役の対象となる男性が女性よりも多いためである。 

 

国家が課す強制労働被害者の 7%は子ども 

 

国家当局が子どもを用いていることが判明している強制労働の主な形態は、軽易な地域社

会の役務への参加義務と国民の義務の乱用、及び、ある程度において、経済開発を目的と

する作業である。前者の類型に属する強制労働被害者の過半数は子どもであり、特に北朝

鮮の子どもは、その学校教育の一環として、職業教育という目標をはるかに越え、しかも

身体的に過酷な作業に従事することを強制されている。世界的に見て、強制囚役又は徴兵

制乱用の対象となっていることが判明している子どもはほとんどいないが、この分野につ

いては依然として、大きなデータの空白がある34。武装集団や軍による子どもの強制徴用

は、信頼できるデータがないため、推計からは除いている。 

 

国家が課す強制労働の継続期間に大きな差 

 

国家当局が課す強制労働の事例を見ると、綿花の摘み取りから道路の建設に至るまで、作

業の種類が大きく異なるだけでなく、被害者の搾取期間にも大きな差があることが分かる。

原則的に数週間という短期の事例は、学生、失業者又は何らかの個人の公共建設、産業又

は農業プロジェクトへの強制参加など、経済開発作業を目的に国民を徴用する国で典型的

徴兵制の乱用 

通常の国民の義務又は軽易な地域社会の役務

を超える作業遂行の義務 

強制囚役 

経済開発を目的とした強制労働 
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に見られる。また、国民の多くが自らの地域社会の利益とはならず、かつ、自らの地域社

会の構成員が決定したわけでもない「地域社会の作業」の実施を強制されるという、地域

社会の役務乱用の事例にも、同じことが当てはまる。このような場合、強制労働には 1 カ

月当たり数日、多数の市民が関与するのが普通である。それとは正反対の事例を見ると、

一部の国は徴用された兵士に対し何年もの間、非軍事的な業務の履行を強制している。ま

た、強制囚役の期間は、行政拘禁下にある者については数週間であるのに対し、長期の懲

役刑受刑者については、何年にも及んでいる。 

 

パネル 5 

 

強制囚役 

 

強制囚役については、別個に検討すべきである。ILO 条約は、受刑者に労働を要求でき

る場合とできない場合に関し、幅広い原則を定めているほか、受刑者に労働が要求され

る場合には、民間部門の囚役への関与について制限を設けている。 

 

原則的に、裁判所によって適正に有罪判決を受けた受刑者に対しては、労働を要求でき

る。有罪判決が出る前、又は行政拘禁下にある時点では、労働を要求することはできな

い。裁判所により有罪判決を受けた受刑者も、1957 年の ILO 強制労働廃止条約（第 105

号）で具体的に定められた思想上、政治上その他の様々な理由で投獄されている場合、

労働を要求することはできない。さらに、民間の行刑施設に収容されている者を含め、

民間の個人、企業又は団体が管理する受刑者については、特別の保護を保証する必要が

ある。この場合、ILO 監視機関は、労働の提供が任意に行われ、何らかの罰則の脅威が

伴っていないことを確保するための諸要素に関し、指針を提供している。 

 

強制囚役状態にあると推定される 56万 3,000人のうち、20万 2,000人は行政拘禁施設に

収容されている。近年、強制労働を伴う行政懲役刑は減少しているように見えるが、東

アジアと東南アジアの多くの国は、薬物乱用の増加に対処するため、裁判なしで強制拘

禁を可能にする法律や政策を導入し、 薬物依存症が疑われる者を治療する手段として、

強制労働を課すようになってきた。数カ国のこのような「リハビリテーション施設」に

関する報告では、適正手続きや法的扶助の欠如が明らかにされている。さらに移民や難

民も、拘禁施設に収容され、行政手続の終了を待つ間、労働を強制される場合がある。 

 

政治的その他の認められない理由により、強制囚役が用いられている事例は、特に把握

が難しい。当然のことではあるが、抑圧的体制下での政治活動家やジャーナリスト、反

体制派構成員に対する刑事上の制裁については、データが入手できていない35。 

 

また、民間企業が強制囚役にどのように関与したり、利益を得たりしているかに関する

統計も、原則的に入手できない。囚役の私的利用（民営行刑施設、又は、公的行刑機関

と民間企業との契約のいずれかを通じ）は、一部の国で蔓延しており、関係の民間主体

が大きな収入を得ていることもある。行刑施設運営に民間部門を関与させるための措置

が 1980年代に講じられるようになって以来、多くの国ではこの政策をめぐる議論が生じ

ている。民間部門の行刑への関与を支持する者は、これによって収監費用を削減し、更

生に貢献できると主張している。その一方で、これが搾取を増加させかねないだけでな

く、そもそも懲罰の権限は政府の中心的機能であり、これを民間部門に移譲すべきでは

ないとして、異議を唱える向きもある。しかも、労働法や社会保障法は受刑者に適用さ

れないことが多いため、囚役は自由労働に対する不正な競争手段となりかねない。 
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この問題については、ILO 監視機構と、最初の強制労働条約の批准国との間で、密接な

対話が行われてきた。監視機構は、労働の選択が任意である旨の納得できる証拠の必要

性を指摘している。 

 

 
  



37 

1.3 強制結婚 
 

 

表 4 

 

強制結婚 

 

強制結婚の被害者数と被害率、男女・年齢・地域別 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2016 年には、およそ 1,540 万人が強制結婚状態に 

 

強制結婚とは、年齢に関係なく、本人が自らの同意なく結婚を強制されている状態を指す
36。強制結婚は、奴隷制及び隷属的結婚を含む奴隷制に類する慣行の禁止を通じて禁じら

れている37。 

 

強制結婚には多くの理由があるが、その中には、長年の文化的慣行と密接に結びついてい

るものがある。世界の一部では、少女と女性が家族への金銭支払いや債務の帳消しと引き

換えに、又は、家庭争議を解決するために結婚を強制されている。激しい紛争が起きてい

る国では、武装集団により拉致され、戦闘員と結婚させられて、あらゆる類の性的、身体

的、情緒的虐待を受ける被害者もいる。先進国でも強制結婚は起きており、女性や少女が

文化的理由から、又は、他者の入国を確保するため、外国人男性との結婚を強制されてい

る。強制結婚させられた被害者は、性的搾取や家庭での隷属などの強制労働など、他の形

態の搾取を受ける危険性も高まる。こうした状況で、子どもは特に弱い立場に立たされて

いる。 

 

2016 年の時点で、強制結婚の状態で暮らしている者は 1,540 万人に上ると見られる。その

うち、2012年から 2016年の 5年間に新たに生じた強制結婚は 650万件で、残りはそれ以前

の時期に生じ、2016 年まで続いている強制結婚関係である38。被害率で見ると、全世界で

千人に 2.1 人が、2016 年の時点で強制結婚の状態にある。ここで特に留意すべきは、強制

結婚の測定がまだ初期段階にあり、その範囲と方法論は今後、ともに精緻化される可能性

が高いという点である。よって、現時点の推計は控え目な数字とみなすべきである。 

 

強制結婚の被害者数と被害率が最も大きいのは、アフリカ地域とアジア太平洋地域 

 

強制結婚全体の 90%超は、アフリカとアジア太平洋の 2 地域で生じている。被害率はアフ

リカで千人当たり 4.8人と、圧倒的に高く、これにアジア太平洋地域（千人当たり 2.0人）、

欧州・中央アジア地域とアラブ諸国地域（千人当たり 1.1人）、米州（千人当たり 0.7人）

が続いている。しかし、これら地域別の数字は、データの入手可能性が地域によって異な

被害者数（千人） 被害率（千人当たり） 

年齢層 

地域 

男性 
女性 

子ども 

米州 

アジア太平洋 

世界 

性別 

成人 

アフリカ 

アラブ諸国 

欧州・中央アジア 
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ることによる影響を受けている。例えば、中央アジアとアラブ地域では、強制結婚の事例

が多く報告されているが3940、この問題に関する調査はほとんど行われていない。 

 

図 14 

 

強制結婚の地域別比較 

 
(a) 強制結婚被害者の数と構成 

 

(b) 強制結婚被害率（千人当たり）、地域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：上記の数値は、7 万 1,000 人を超える 15 歳以上の回答者との面談を含め、48 カ国で実施された国内世帯

調査に基づく。さらに詳しくは、方法論に関する参考資料を参照。 

 

 

 

強制結婚被害者のほとんどは女性と少女 

 

2016 年の時点で、強制結婚状態で暮らす女性と少女は 1,300 万人と、強制結婚被害者全体

の 84%を占める。強制結婚状態にある女性の割合は、あらゆる形態の現代奴隷制に女性が

占める割合をはるかに上回る（71%に対し 84%）。 
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図 15 

 

強制結婚の男女別構成 

 
強制結婚被害者の内訳、男女別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネル 6 

 

強制結婚：追加的な考慮事項 

 

成人の強制結婚は極めて複雑な問題である。見合い結婚が常識となっている社会もあ

り、強要があったかどうかを判断することが困難なことがあるからである。強要は、交

換婚や隷属婚、レビレート婚41など、多様な形を取りうる。一部の社会では、レイプ犯

が通常、被害者の家族の同意を得たうえで被害者と結婚すれば、刑事制裁を逃れられる

という理由で、強制結婚が生じることもある。 

  

強制結婚は、親戚が具体的な目的地国に居住するために必要な証拠書類を確保するなど

の目的から、移住との関連でも生じうる。武装集団が紛争中に強制結婚を用いることも

ある。紛争中と紛争終結後の強制結婚被害率は、慎重に検討する必要がある。物理的、

経済的な不安を抱える家族は、貧困を緩和し、少女を困難な生活条件から守るための手

段として、強制による早期結婚を用いることがある。同様に、子どもに安全な場所と就

職口を提供するという口実で、人身取引犯が家族を騙すこともある42。 

 

国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界の人身取引に関する最新報告書で、世界各地

の国々が 2012 年から 2014 年までの期間につき報告した結婚目的の人身取引に関するデ

ータを取りまとめている43。強制結婚又は偽装結婚を目的とする人身取引は合計で、発

見された人身取引被害者全体の約 1.4%を占めている。本報告書で提示した強制結婚の推

計と比較すると、強制結婚が大幅に過少報告されていることが示唆される。UNODC の

報告書で指摘されているとおり、結婚目的の人身取引は、欧州における組織的な非正規

移住・不正受給のからくりから、中央アジアと中東の伝統的慣行（同意のない結婚や、

場合によっては誘拐婚）、さらには東南アジアでの婚姻目的の女性人身取引に至るま

女性 

男性 

現代奴隷制 

 
強制結婚 
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で、さまざまな様相を呈する。しかも、中欧の女性を西欧での偽装婚目的で募集する大

規模な組織的国際犯罪集団という形による、新たな人身取引の手口も表面化してきた。 

 

今回は強制結婚に関する初の世界推計であるため、その方法やデータ収集をこれから進

化、成長させてゆくことが重要である。強制結婚に関する統計情報の中には、国別のレ

ベルで提供されるものも出てきた。例えば、一部の国は強制結婚対策組織を設け、照会

や事例に関する重要なデータを提供している。 

 

 

 

強制結婚状態にある被害者のうち、婚姻時に子どもであった者は 3 分の 1 超、子どもの被害者

はほぼ全員が少女 

 

強制結婚状態にある被害者のうち、37%は婚姻時に子どもであったと見られる。子どもの

被害者のうち、44%は 15 歳未満で結婚を強制されている。判明している強制結婚の事例で

最も幼い被害者は、結婚を強制された時点で 9 歳であった。少女は少年よりも強制的に結

婚させられることが圧倒的に多い。事実、子どもの被害者の 96%が少女である。児童婚は

原則として、強制結婚とみなされる。当事者の少なくとも一方は定義上、全面的で自由な、

かつ情報に基づく同意を表明できないからである44。しかし、本推計の関連上、強制結婚

の測定は調査で把握された事例に限られていることを明らかにしておくことが重要である。

すなわち、本推計における強制結婚には、調査回答者の年齢に関係なく、回答者が同意な

しに強制されたと報告している成人と子ども双方の結婚がすべて含まれているということ

である。よって、児童婚は現在のところ、世界推計に必要な規模と具体性をもって十分に

測定できていないため、本推計には児童婚のあらゆる事例が含まれているわけではない。 
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第 2 部：現代奴隷制に終止符を：2030 年に至る道のり 
 

 

世界推計は、本来過去のものであるべき強制労働と強制結婚が今も存続していることを実

証している。それどころか、こうした現代奴隷制の形態は、現代世界でも悲しいことに当

たり前のものであり、事実上すべての国で被害者を出している。本推計を見ると、2016 年

の時点で 4,000万人超が現代奴隷制の被害者となり、しかもその 4分の 1は 18歳未満の子

どもであることが分かる。2030 年までに現代奴隷制と人身取引に終止符を打つという約束

を守ることは、極めて困難な課題と言える。 

 

適切な政策選択は欠かせない。1956 年の奴隷制度及び奴隷制度に類似する慣行に関する国

際連合条約、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人の取引を防止し、

抑止し及び処罰するための議定書（2000年）、並びに、ILO強制労働条約第 29号と第 105

号、1999 年の最悪の形態の児童労働条約（第 182 号）、1930 年強制労働条約の 2014 年議

定書及び 2014年の強制労働（補足的な措置）勧告（第 203号）をはじめ、多くの国際的な

取決めが、この点に関する指針を提供している。これらの取決めは、強制労働、奴隷制及

び人身取引が重大な犯罪であり、また、そのように取り扱われる必要があるという、明快

なメッセージを発信している。しかし、その一方で、こうした虐待を刑法の執行だけでな

くすことはできないことも明らかにしている。必要なのはむしろ、根本的原因や予防への

取り組みと、被害者の保護を重視するすそ野の広い対応である。 

 

ゼロからスタートする必要はない。我々はすでに、強制労働と強制結婚だけでなく、人身

取引や奴隷制の罪に関連する計画策定の経験を多く積み上げており、これが今後の取り組

みに向けた基盤と重要な教訓を提供してくれるからである。 

 

しかし、2030 年のターゲットを期限までに達成するためには、より速く、より包括的な前

進が必要である。被害者の総数と、保護又は援助を受けている者の数との間には、引き続

き大きな格差が存在する。また、重要な社会的弱者集団がこれまで、あまりにも軽視され

すぎてきたことも事実である。例えば、強制結婚への何らかの対策を立ち上げた国はほと

んどなく、また、多くの国は男性と少年の被害者を保護する対策をまだ講じていない。い

くつかの国では、法的な空白によって、国家が強制労働を課せるようになっているため、

これにも取り組まねばならない。さらに、現行の手法や介入を慎重に評価し、調整又は強

化が必要なものはどれか、また、最も大きな成功を収め、模範として活用できる可能性が

最も高いものはどれかを明らかにする必要もある。 

 

世界推計は、現代奴隷制の規模や発現形態に関し、極めて重要な知見を提供している。以

下では、世界推計の結果を用いて、2030 年までに目標を達成するための現代奴隷制への政

策対応に鍵を握る要素につき、いくつか論じることとする。また、こうした対応の参考や

指針として、さらに必要な情報や、これを支援する国際協力とパートナーシップの役割に

ついても取り上げる。 

 

 

2.1 政策対応の構築：予防と保護 
 

現代奴隷制に終止符を打つためには、脆弱性を助長し、虐待を可能にしている数多くの経

済的、社会的、文化的及び法的な諸要因に取り組む必要がある。万能の解決策はあり得な

いため、現代奴隷制が依然として生じている多様な環境に適した対応が必要である。それ

でも、世界推計とこれまでの経験から、2030 年に向けた包括的な政策優先課題をいくつか

特定することはできる。 
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人々を現代奴隷制へと追いやりかねない脆弱性を解消するためには、社会的保護の土台を

含む社会的保護制度を強化する必要がある45。現代奴隷制が最も起こりやすいインフォー

マル経済に労働者の権利を拡大し、労働者を搾取から守ることが必要である。 

 

現代奴隷制の中には、移住をきっかけとしているものが多くあるため、強制労働を予防し、

被害者を保護するためには、移住ガバナンスの改善が欠かせない。また、現代奴隷制の危

険性と類型は、ジェンダーによって大きく異なるため、政策対応を定める際には、この観

点にも配慮せねばならない。債務奴隷の根本的原因となっている幅広い強要手段に取り組

むことも、強制労働を防ぐうえで必要な要素である一方、現時点で特定も対処も行われて

いない大多数の現代奴隷制被害者に保護を拡大するためには、被害者の特定を改善するこ

とが不可欠である。最後に、現代奴隷制の多くは国家の脆弱性や紛争、危機を背景に生じ

ていることが分かっているため、こうした状況における人道支援の一環として、現代奴隷

制の危険性に取り組むことも必要である。これらすべての優先分野にける政策措置は、エ

ビデンスに基づき、かつ、該当国における現代奴隷制の具体的特徴に関する調査や統計を

参考とすべきである。 

 

土台を含む社会保護制度の拡充。貧困や突然の失業、自然災害、武力紛争、経済危機その

他のショックに関連する脆弱性は、人々を現代奴隷制へと追いやるうえで決定的な要因と

なりかねない。よって、こうした脆弱性を和らげるためには、社会的保護が不可欠となる。

ところが、ILO の推計によると、ある程度の前進にもかかわらず、50 億人超が適切な社会

的保護の対象となっていない。よって、社会的弱者が現代奴隷制の被害者とならないよう

にするためには、土台を含む社会的保護制度の構築が引き続き必要と言える46。現金給付

制度や職業安定制度、医療保障、母性保護、障害給付、失業保険、高齢者の所得保障はい

ずれも、強制労働や強制結婚につながりかねない脆弱性の相殺に役立つ、充実した社会保

障制度にとって大切な要素である。 

  

こうした制度は、被害者の立ち直りと再被害の防止を促進するうえで、重要な役割を果た

す。特に、少額融資・少額保険制度は、家庭の金融市場へのアクセスを助け、いくつかの

危険に備えることを可能にするため、社会的弱者世帯が債務奴隷とならないようにするう

えで、重要な補足的役割を果たしうる。 

 

すべての人の基本的権利の確保。世界推計は、今日の強制労働の多くが民間経済、特に農

業、建設業、製造業、家庭内サービス及び商業的性産業で起きることを示唆している。こ

うした部門や産業で働く人々は、移民労働者であるか、インフォーマル経済で働いている

か、労働監督を含め、法執行に大きな課題を突き付けるような契約上の、又は地理的な条

件下で働いているために、最も保護が行き届かない社会的最弱者層に属することが多い。

フォーマル経済、インフォーマル経済のどちらで働いているかに関係なく、すべての男女

と子どもを、その基本的権利の侵害から守るべきである。刑法とその執行は、現代奴隷制

への国内的対応として欠かせない。強制労働の危険性を低下させるためには、移民を含め、

保護の行き届かない部門や集団に権利を拡大することも不可欠である。結社の自由や団体

交渉の権利を確保し、危険に晒された労働者が労働者団体に加入できるようにすることは、

この関連で特に重要である。 

 

強制結婚の被害者となりやすい人々の権利確保も欠かせない。例えば、刑法の発展と執行

に加えて、教育を受ける権利の推進も、強制結婚の予防に役立つことを示唆するエビデン

スが存在する。地域社会との連携により、人権に基づく教育を行えば、女性と少女の意識

向上に貢献し、地域社会の強制結婚に対する抵抗力を高めることができる。 

 

公正で効果的な移住ガバナンスの確保。世界推計を見ると、強制労働被害者のほぼ 4 分の

1 は、居住国以外で搾取されているため、予防と保護の取り組みには、移住ガバナンスの
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改善が絡んでくることが分かる。ほとんどの移住は自発的であり、個人と社会にプラスの

効果を与えているが、強制労働や虐待を受けやすい移民も多い。正規の安全な移住の道が

閉ざされれば、移民はしばしば密入国斡旋業者の助けを借りながら、非正規の危険な移住

経路を選ぶことになる。目的地に着いた移民は、正規の経路を利用した場合も含め、イン

フォーマルな就職斡旋業者を頼りにすることで、強制労働の被害者となりやすくなること

もある。 

 

移住ガバナンスに欠陥があれば、現代奴隷制の存続や、さらには拡大の温床となる。例え

ば、労働者の就職斡旋制度の不備や、国際結婚仲介業者のずさんな規制は、仲介業者の活

動が野放しで成長する余地を与え、中には過剰な斡旋料の請求で脆弱な移民労働者を債務

奴隷の状態に追い込むなど、移民を虐待する業者も現れることになる。移民労働者に対す

る査証規制の強化も、強制労働に対する脆弱性を高める。移民が抱える独自の脆弱性は、

移住の利益を最大限に高め、その危険や社会的費用を最小限に抑える全般的な移住ガバナ

ンス改革を通じて取り組むべきである47。世界推計によると、強制労働被害者の約 4分の 3

は、自国で虐待を受けているが、その中には国内の移住者も多い可能性が高いため、こう

した国内移住者が抱える脆弱性も軽視すべきではない 。 

 

ジェンダーに関連する脆弱性への取り組み。世界推計は、現代奴隷制による被害という点

で、男女間に大きな差があることを示唆している。特に、民間経済における強制労働（家

事労働や商業的性的搾取を含む）と強制結婚の被害者は、女性と少女が圧倒的に多い。一

方、徴兵や投獄の乱用が男性を対象にすることを反映し、国家が強制する強制労働の被害

者には男性が相対的に多いのに加え、建設業、製造業、農業部門の強制労働被害者に占め

る割合も大きくなっている。また、世界推計を見ると、被害者が男性か女性かによって、

強要の手段がかなり異なることも確認できる。女性の強制労働被害者は、性的暴力を受け

る割合がはるかに大きいのに対し、男性被害者はその他の身体的暴力や暴力の脅威、家族

に対する脅迫を受ける可能性が高い。政策対応の実効性を確保するためには、こうした虐

待のパターンと、現代奴隷制の決定要因としてジェンダーが果たす全般的な役割をはっき

りと反映させねばならない。予防と保護に取り組む際には、女性が被害に遭う危険性が概

して高いことに鑑み、これを優先させる必要があるものの、いくつかの国では、現代奴隷

制対策でこれまで軽視されてきた男性被害者にも配慮が必要である。 

 

債務奴隷への取り組み。世界推計は強要の手段に関し、債務奴隷の被害率が極めて高いこ

とを明らかにしている。事実、強制労働被害者の過半数は、何らかの債務奴隷状態にある。

この調査結果から、予防と保護のための政策で、債務奴隷と債務奴隷制度の根本的原因に

も取り組まねばならないことは明らかである。債務奴隷の慣行は、古くからの差別パター

ンや社会的意識、さらには金融サービスへのアクセスの不平等に深く根差していることも

ある。このような場合には、少額融資や少額保険の取り組み、土地所有制度改革、さらに

は全般的な社会的保護のような措置が、特に重要性を帯びてくる。しかし、しばしば移住

ガバナンスの欠陥と関連づけられるその他の債務奴隷形態も、重要性を増しつつある。具

体的には、野放しとなっている人材派遣、斡旋及び仲介業者による過剰な手数料の請求か

ら生じる債務奴隷の事例が挙げられる。これら比較的最近の債務奴隷形態については、上

述のとおり、公正かつ効果的な移住ガバナンスの確保を目指す全体的な改革の一環として

取り組む必要がある。 

 

本推計は、保護・予防政策で対処すべき強要に関し、その他の知見も提供している。例え

ば、賃金の留保は、被害者が強制労働から逃れられないようにするために、最もよく用い

られている手段であるが、ほとんどの法律制度において、この行為は刑事司法当局の注意

を喚起するほど深刻なものとはみなされていない。この見落としに取り組むための法改正

を導入すれば、この強要形態の取り締まりに向けた重要な一歩となろう。 
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被害者の特定と保護への注力。現代奴隷制に終止符を打つためには、被害者を効果的に特

定するとともに、被害者の虐待状態からの安全な脱出を確保し、その立ち直りを促すため

の措置を講じる必要がある。4,000万人を超えると推計される被害者の数と、近年に特定さ

れ、支援を受けたはるかに少ない被害者の数との間には、大きな格差が存在する。この事

実は、現代奴隷制の性質と発現形態をともに把握することにより、被害者の特定に優先的

に取り組むとともに、これを改善することが引き続き必要なことを物語っている。世界推

計からは、家事労働や性産業、建設業、製造業及び農林水産業で、現代奴隷制の危険性が

特に高いことが分かる。この情報は、被害者の特定と全般的な保護の取り組みの焦点をど

こに置くべきかにつき、出発点となる重要な示唆を含んでいる。現代奴隷制推計の最も憂

慮すべき結果のひとつとして、子どもの被害者の多さが挙げられる。子どもは、あらゆる

形態の現代奴隷制の被害者となっているため、被害者を特定し、安全に救出し、立ち直ら

せるためのすべての取り組みで、優先的な対象とすべきである。 

 

国家の脆弱性、紛争及び危機の状態における現代奴隷制リスクへの取り組み。全世界で 15

億人超が、紛争や暴力、脆弱性の影響を受ける国に暮らしている。こうした状況は、所得

への打撃、行政と家族による社会支援ネットワークの崩壊、移住及び基礎的サービス提供

の混乱を特徴とし、現代奴隷制の危険性増大を含め、さらなる基本的権利の侵害を助長す

る環境を作り出す。武装集団が住民を従属させる手段として、性的暴力や強制結婚を用い

るようになる中で、現代奴隷制は現代戦の戦術として用いられることが多くなってきた。

また、危機状態を脱し、庇護を受けようとする身寄りのない子どもの数も増えているが、

その多くは虐待の被害者となっている。こうした事情は、危機の影響を受けた人々を対象

とする現代奴隷制対策の強化が急務であることを物語る。そして、人道支援のすべての段

階で、予防と保護の措置を体系的に組み込む必要がある。そのためには、目的地国におい

ても、現代奴隷制の被害者となる危険性が最も高いと見られる者の特定と保護を、庇護希

望者流入への対応の一環として検討すべきである。 

 

政策、立法及び執行の強化。現代奴隷制に関する国際法基準と整合する法体系の確立も、

全般的な予防と保護の取り組みに欠かせない要素のひとつである。その中には、国家が課

す強制労働に取り組む立法も含まれる。世界推計は、全世界で数百万人が依然として、そ

の被害者となっていることを示しているからである。また、労働法を含む関連の立法をす

べての労働者と経済部門に適用し、一定の社会的弱者層を取り残さないようにすることも

欠かせない。強制結婚は国境を越えて被害者を出すことがあるため、これに照準を絞るた

めには、強制結婚を犯罪化し、関連法を域外適用することが欠かせない。しかし、法律に

適切な執行が伴わなければ意味がない。多くの国では強制労働、奴隷制及び人身取引を対

象とする刑法が制定されているにもかかわらず、国際的統計を見ると、この問題の全体的

な規模に比し、捜査や起訴、有罪判決の件数が極めて少ないことが分かる。このことは、

特に深刻な虐待の事例につき、刑法の執行を強化する必要があることを意味する。また、

労働司法の運用を強化し、現代奴隷制の犯罪者に対する制裁と、被害者に対する救済をと

もに適用することも同じく重要である。また、労働行政・監督制度を強化し、現代奴隷制

が生じている経済部門で、実効的に被害者を特定できるようにする必要もある。監督を強

化すべき危険性の高い部門を特定しやすくするためには、世界推計の結果を基礎として、

各国でさらに調査と分析を行う必要がある。独立の奴隷制対策委員や国別報告者などの監

督的役職を設ければ、重要な補足的役割を果たすことができる。このような役職は各国レ

ベルで、変化しつつある現代奴隷制の諸問題を追跡し、法律、政策及び運営面での空白を

速やかに特定する責任を担う窓口として機能できる。しかし、このような監督の仕組みを

設けている国は、まだ少数にすぎない。 
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2.2 エビデンス基盤の構築 
 

現代奴隷制を測定し、この問題に関するエビデンス基盤を構築するという点では、長足の

進歩が見られている。世界推計は、現代奴隷制に関連する一連の虐待の大部分を把握し、

今日の強制労働と強制結婚の規模と分布に関し、入手できる中で最善のデータと情報を提

供している。しかし、データの量と質をともに高め、各国のデータ収集能力を向上させ、

現代奴隷制の測定を精緻化、改善する必要性はまだ残っている。ターゲット 8.7 に掲げる

状況がすべて、世界推計で網羅されているわけではない。武装集団と軍による子供の強制

徴用と利用は、信頼できるデータがないために除外されている。また、強制労働目的の人

身取引の事例の多くは把握できている可能性が高いものの、本推計ではあらゆる形態の人

身取引の測定を明確に目指そうとはしなかった。これについては、国連機関と加盟国との

間の協調的取り組みにおいて、優先課題とすべきである48。 

 

その他、世界推計作成過程を通じて明らかにされた主な測定上の優先課題としては、具体

的な部分母集団の測定改善が挙げられる。子ども、成人の性的搾取被害者及び紛争状況下

の被害者に課されているすべての形態の現代奴隷制を、さらに効果的に把握する必要があ

る。2030 年に至る進捗状況を監視するためには、現代奴隷制の動向を時系列的に追跡する

能力が欠かせない。 

 

最優先課題は、現代奴隷制に関する各国の研究とデータ収集への取り組みを強化、拡充す

ることにある。現代奴隷制の世界的な測定と監視は欠かせないが、これを各国の政策対応

の指針とするためには、現代奴隷制の国内的、局地的次元に関する情報が必要となる。多

くの国が現在、現代奴隷制に関する年次報告書を作成、発表しているところであるが、現

代奴隷制の規模と被害率の推計に、統計的手法を利用しはじめている政府は、まだ少数で

ある。 

 

強制労働測定のための標準的調査手段の必要性は、2013 年の第 19 回国際労働統計家会議

（ICLS）で認識された。この会議では「ILO 事務局が、強制労働調査に関する最良事例を

共有するための作業部会を設置し、より多くの国でこのようなデータ収集の促進を図る」

ことを提言する決議が採択された。この国際作業部会の成果は、2018 年 10 月の第 20 回国

際統計家会議で提示、検討される予定である。これと並行して、現代奴隷制関連の SDGs

指標を強化するための議論も進められている。 

 

知識とデータを共有するための取決めも必要不可欠である。これまでのところ、行政デー

タを含め、数百件にも上る関連の豊富なデータセットが未公開となっており、その利用が

制限されている。その中には、本報告書の世界推計作成に用いられた IOMの人身取引事例

データベースが含まれる。その理由のひとつとして、現代奴隷制に関するデータセットの

中には、データ主体特定の危険性が極めて高く、深刻な結果を招きかねないことから、プ

ライバシーと市民的自由の幅広い側面で懸念を提起し、極めて慎重な取り扱いを要するも

のが多いという点が挙げられる。データベースは多様で分散しており、相互に関連づけら

れていないことが多いほか、標準化もされておらず、比較対照が不可能である。IOM やポ

ラリスなどのパートナーは、こうした課題の克服を目指しており、研究者、議員、支援者、

資金提供者その他の関係者向けに、世界的なオープンデータ・プラットフォームを立ち上

げている。人身取引対策データ・コラボレイティブ（CTDC）は、被害者を特定せず、新

たな国際基準を用いながら、さまざまな組織から集めた人身取引データセットを整合させ、

公表している。この種のものとしては初のオープンデータ・ポータルであり、一次データ

は全世界の人身取引対策機関が提供している。 
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これまで、公の利用に供される人身取引データが皆無に等しかったことから見て、CTDC

は、持続可能な開発目標（SDGs）のターゲット 8.7 の達成を約束する多数の関係機関によ

るパートナーシップ「アライアンス 8.7」の作業を幅広く支援する効果を持つことになろう
49。アライアンス 8.7 はまた、知識の管理と共有を強化するための重要な枠組みも提供して

いる。各国のプロジェクトや計画で得られた教訓は、多くの活動家と実務者が経験してい

るとおり、数多くの個別評価と研究として、全世界に散在している。こうした学びを取り

まとめることには、大きな価値がある50。国連の機関と特別報告者、労使団体、市民社会

団体その他の関係者を含むアライアンス 8.7 のパートナーは、データと知識を共有できる

プラットフォームの必要性に合意し、その創設に向けた作業を開始している。このプラッ

トフォームは利用者に対し、情報や統計、知的成果物を利用するための一元的窓口の役割

を果たすことになろう。優先的な知識領域としては、強制労働、現代奴隷制、人身取引及

び児童労働の被害率、社会的弱者集団、脆弱性及び危険因子、立法、規制及び規範の枠組

み、国別行動計画、官民による介入が及ぼす影響の監視と評価、並びに、資金調達のパタ

ーンが挙げられる。 

 

 

2.3 国際協力とパートナーシップ 
 

現代奴隷制という複雑で世界的、かつ多次元的な現象は、各国の政府やその他の関係者が

独力で解決できるものではない。そのためには、国境を越えた戦略と二国間、地域的及び

国際的協力に焦点を置きながら、その根本的な原因や帰結、影響に取り組む総合的、協調

的戦略が必要となる。 

 

アライアンス 8.7には、他の SDGs関連イニシアチブとの協力により、行動の加速、知識の

共有、革新の推進及び資源の活用に注力しながら、世界的、地域的、国内的な取り組みの

すり合わせを通じ、ターゲット 8.7 の達成を図るという点で、果たすべき重要な役割があ

る。 

 

世界推計によると、今日の強制労働の大半は、民間経済で生じている。この事実は、業務

やサプライチェーンにおける強制労働を根絶するため、労使団体のほか、実業界とも連携

を図ることの重要性を物語る。国内的、国際的な市民社会組織は、予防の手法と社会的弱

者集団の保護という点で、現場で蓄積された豊かな経験を提供できる。 

 

人身取引を予防し、被害者を保護するとともに、国境を越えた強制労働に取り組むために

は、労働法と刑法の執行、移住ガバナンス、公正な就職斡旋といった分野で、政府間の協

力及び関連の国際・地域機関との協力を強化すべきである。教育政策や社会的保護、移住、

労働市場、犯罪予防などに取り組む当局間で一貫性を確保するためには、各国で調整に向

けた取り組みを強化する必要もある。 

 

多くの国では、必要な行動の費用が利用できる財源をはるかに上回るため、政府が単独で

現代奴隷制に十分な対処を行うことはできない。よって、国別行動計画のための資金を動

員する際には、国際的な技術協力と技術支援が重要となってくる。国連機関やその他の多

国間・二国間機関、国際的非政府組織、市民社会、民間財団、さらにはその他さまざまな

関係集団が、この点で重要な役割を演じることができる。これには、知識と経験の交換に

関する二国間、地域及び国際協定も含めるべきである。 
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参考資料：方法論について 
 

 

現代奴隷制の世界推計は、強制労働と強制結婚という、2 つの重要な問題を取り扱ってい

る。強制労働推計は、民間経済における強制労働（商業的性産業を除く全部門で、民間の

個人、集団又は企業が課す強制労働の形態）、成人の強制による性的搾取と子どもが絡む

あらゆる形態の商業的性的搾取、及び、国家が課す強制労働を対象としている。十分に適

切かつ信頼できるデータを提供できる単一の情報源はないため、これらの推計値は、さま

ざまな情報源から導出されている。この参考資料では、推計値算出に用いられた手法を取

りまとめる。方法論に関するさらに包括的な技術解説も、別途用意されている51。 

 

ストックとフロー 

 

すべての形態の現代奴隷制は、ストックとフローの両方として測定できる。ストック測定

とは、2012年から 2016年の参照期間中のある一時点における現代奴隷制被害者の平均値を

指す。フロー測定とは、2012年から 2016年までの特定期間中における現代奴隷制被害者の

総数を指す。本推計では、各種現代奴隷制の平均ストックとフロー総数の両方を算定して

いる。 

 

強制労働の継続期間（すなわち、人々が強制労働の被害者となっている時間の長さ）につ

は、フロー総数を参照してストック平均を算定する際の重要な要素となる。ストック推計

は、フロー総数に現代奴隷制の被害継続平均期間を乗じることによって算定されるからで

ある。現代奴隷制の平均継続期間は、2012 年又はそれ以降に登録され、援助を受けた被害

者の記録が掲載された国際移住機関（IOM）データベースを基に算定した。 

 

民間経済における強制労働と強制結婚 

 

民間経済における強制労働と強制結婚の推計は、48 カ国で 2014 年から 2016 年にかけ、強

制労働と強制結婚に関する共通の質問票を用いて、54 回にわたり実施された代表的な国内

世帯調査から導出されている（表 1を参照）。推計値には、2012年から 2016年までに生じ

た現代奴隷制の事例のみが含まれている。 

 

国内調査の対象サンプルは、15 歳以上の施設に収容されていない民間人全体である。人口

が極めて少ないか、面接者の安全が脅かされる区域を除き、サンプルは確率と全国的な代

表性を基礎として抽出された。原則的に、ロシア（n=2,000）、ハイチ（n=504）及び複数

回の調査が行われた国（バングラデシュ、カンボジア、インドネシア、ミャンマー、ネパ

ール、パキスタン及びタイにつき n=2,000、インドにつき N=17,000）を除き、各調査対象

国では 1,000回にわたる面接調査が行われた。 

 

48 の調査対象国で回答者 7 万 1,758 人との面接が行われた。調査対象者は自分自身とその

親族が経験した強制労働と強制結婚に関する質問を受けた。親族には、回答者の存命中の

肉親（配偶者又はパートナーと実の親、子ども及び兄弟姉妹）が含まれる。7万 1,758人の

サンプル回答者の親族は合計で 57万 5,310人であったため、平均の親族数は 8.02人となる。

親族には 15歳未満の子どもと 15歳以上の成人がともに含まれる。 
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表 5 
 

2016 年ギャラップ世界世論調査の一環として実施された ILO とウォーク・フリー財団による強

制労働に関するアンケート調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成人の強制労働搾取に関する推計は、世帯調査に基づいているため、回答者は居住国で面

接を受けている。しかし、現代奴隷制の全事例は、労働者の国籍や居住国に関係なく、搾

取が実際に生じた国に算入されている。例えば、インドネシアで面接を受けた女性が、対

象期間中にオマーンで家事労働を強制されたと回答した場合、これはオマーンの事例とみ

なされることになる。 

 

強制結婚の世界推計は、過去 5 年間に自らの同意なく結婚を強制されたか、それ以前に結

婚を強制されたが、対象期間中も引き続き強制結婚状態にあると回答した者を基準として

いる。強制結婚に関するデータに児童婚は含まれていないが、これは、どの児童婚が強制

結婚に相当するのかを十分に正確には判定できないためである。しかし、調査対象は 15歳

以上の者であるため、推計には、過去 5 年以内に自らの同意なく結婚を強制されたと回答

した子ども（15~17歳）が含まれている。強制結婚の推計は、2012年から 2016年までに結

婚を強制された者全員に相当するフロー総数と、対象期間中に強制結婚状態で暮らしてい

た者全員に相当するストックの両方で提示されている。強制結婚の社会文化的文脈に鑑み、

このような結婚は、少なくとも対象期間の 5 年を通じて続いた可能性が高いと想定されて

いる。 

 

国内調査推計の世界推計への集計 

 

これらの調査結果は、サンプルが世界人口を正しく代表するよう、統計的調整（加重）を

行ったうえで、世界合計へと拡大されている。サンプルの加重を行う際には、特定地域の

ある国が調査対象国として選ばれる確率（国別ウェイト）52と、調査対象国に居住するあ

る者が面接を受ける確率（調査ウェイト）の両方に配慮した。調査ウェイトを算定する際

には、人口統計を用いて、ジェンダー、年齢、及び、信頼できるデータを入手できる場合

には学歴又は社会経済的地位に応じた加重を行った。調査ウェイトでは、家族（「親族」）

の平均規模のほか、調査対象者が自分自身の経験について語る場合のほうが、家族の経験

について語る場合よりも正確に回答する傾向にあることにも配慮し、家族の代理としての

回答よりも、自分自身についての回答をより大きく加重している。 

 

  

質問項目 内容 

いずれかの親族による強制労働経験に関する質問（使用者又は斡旋業者による労働の強制、債務返済
のための労働の強制、求人のあった作業内容と異なる作業の強制など） 

最新の事例が生じた国 

親族の構成 

被害者となった親族と性別、年齢 
最新の事例が生じた時期 

強要（身体的暴力、暴力の脅威、賃金の留保、旅券の取り上げ、居住区画への監禁、債務返済の義
務など） 

被害者となった親族と性別、強制結婚時の年齢 

結婚への同意の有無 

最近 5 年間の被害継続期間 

強制された作業の種類（農業、漁業、鉱業・採石業、製造業、商業的性的搾取、家事労働など） 

いずれかの親族による強制結婚経験に関する質問 

現在の年齢 
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図 16 

 

強制労働と強制結婚の世界推計に係るサンプル抽出法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内調査推計の地域推計への集計 

 

地域レベルで強制労働を集計するため、世界のすべての国を ILO の定義による地域に分類

した。そのうえで、すべての地域の国について、搾取国における強制労働の国別加重被害

率推計を地域ごとに足し合わせ、これを当該地域の総人口に適用した。 

 

強制による性的搾取 

 

世界 

2016年時点で世界人口の 99.7%を占める 199の国と地域 

地域 
11の ILO主要地域（階層） 

サンプル国 
46カ国／54回の調査 

 

国内のエリア・サンプル 
6,000のクラスタ（一次抽出単位－PSU） 

 

世帯サンプル 
7万 1,758世帯をサンプル 

 

15歳以上の個人のサンプル 
15歳以上の世帯構成員から抽出した 7万 1,758人の回答者 

 

親族 
57万 5，310人の家族 
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強制による性的搾取（及び、子どもの商業的性的搾取）の推計については、調査対象の 48

カ国で報告された事例があまりにも少ないため、異なる方法論的手法が必要となった。よ

って、子どもと成人の両方を対象とする推計値を、2 つのデータセットを用いて算出した。

そのひとつは、成人の強制労働に関する国別の調査データであり、もうひとつは 2000年以

来、人身取引被害者を直接に援助する過程で、IOM が収集した事例データである。IOM の

データセットは、性的搾取と労働搾取の両方を目的とする人身取引事例からなっており、

人身取引被害者の属性（年齢、性別、所得など）と、人身取引が生じた状況（搾取国、搾

取産業など）に関する情報を含んでいる。推計値は 2 段階で算定した。まず、統計モデル

を用いて、IOM データベースに基づき、年齢と性別に応じて「性的搾取」と「労働搾取」

の事例のオッズ比を推計した。労働搾取事例の推計はすでに、調査データから分かってい

るため、この割合を用いて、強制による性的搾取事例の件数を推計した。 

 

次に、3 つの代替的なロジスティック回帰モデル53を検定し、強制労働搾取の被害者となる

場合との比較で、強制による性的搾取の被害者となる確率を検討した。そして、最適モデ

ルを用いて、推計を算出した。成人と子どもの強制による性的搾取被害者について、個別

の回帰分析を行った。そのうえで、これらのオッズ比をそれぞれ、国別調査から導出され

た成人の強制労働搾取の世界推計に適用した。例えば、ラテンアメリカ・カリブ地域にお

ける成人女性の強制による性的搾取被害者数（40 万 7,724 人）は、該当するオッズ比

（0.435586）に、ラテンアメリカ・カリブ地域における成人女性の強制労働搾取被害者数

の推計（93万 6,035人）を乗じることで算出されている。 

 

子どもの強制労働搾取 

 

調査データのうち、18歳未満の子どもの回答者に関する事例は 5.6%にすぎないことを考慮

し、子どもの強制労働搾取に係る世界推計は、強制による性的搾取被害者と同様の方法で

判定した。具体的には、IOM のデータセットに基づき、多数のロジスティック回帰モデル

を検定し、強制労働搾取被害者が成人ではなく、子どもであるオッズ比を判定した。強制

による性的搾取の推計と同様、子どもの強制労働搾取被害者を推計する際にも、国別調査

推計から導出した成人の強制労働搾取に関する世界推計に、このオッズ比を乗じた。 

 

国家が課す強制労働 

 

本推計の関連において、国家当局が課す強制労働は、6つの主類型に分類されている。 

 

1. 徴兵制の乱用：徴用された兵士が必ずしも軍事的とは言えない作業を強制される場合 

 

2. 通常の市民の義務を超える作業遂行の義務 

 

3. 軽易な地域社会の役務への参加義務の乱用：地域社会の役務が地域社会の直接的利益と

ならず、かつ、当該地域社会の構成員と事前の協議が行われていない場合 

 

4. 強制囚役 

 

 拘置中又は行政拘禁中の受刑者の強制囚役 

 

 ILO監視機構によって認められた例外を除き、民間の個人、企業又は団体の利益と

なる強制囚役 

 

 政治的見解の表明、労働規律又は平和的なストへの参加を理由とする処罰など、一

定の状況下にある者に課される強制囚役 
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5. 経済開発を目的とする強制労働 

 

6. 政府による子どもの強制徴用  

 

武装集団と軍による子どもの強制徴用は、信頼できるデータがないため、本推計から除外

されている。その他の国家が課す強制労働形態に関するデータは、二次情報源の体系的審

査を通じ、特定された各事例を妥当な指標と照らし合わせて徹底的に評価したうえで抽出

されている。国家当局による ILO 強制労働条約違反の疑いがある各国については、入手可

能な信頼できる情報源を基に、違反の程度を推計した。本推計では、過去 5 年間に当局が

課す何らかの強制労働を経験した者の総数（フロー総数）と、2012年から 2016年までのい

ずれかの時点で、この状況にあった被害者数の平均（平均ストック）を提示している。 
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1 A total of 63,251 victims were detected in 106 countries and territories between 2012 and 2014. Based 
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servitude, child trafficking and forced labour ….” United Nations General Assembly, Preventing and 

Eliminating Child, Early and Forced Marriage, Report of the Office of the United Nations High 
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